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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画の目的 

 

子ども・若者政策は、本市の持続可能性を高める重要な政策です。このことから、子どもが若

者となり社会に羽ばたくまでを総合的に支援するため、令和２年３月に瀬戸市子ども総合計画を

策定し、子ども・若者や子育てに関する施策の推進を図ってきました。 

国においては、令和５年４月１日からこども基本法が施行され、こども家庭庁が発足し、こど

もや若者に関する取組「こども施策」を総合的に推進するためのこども大綱が策定され、こども・

若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会である「こどもまんなか社

会」の実現を目指すこととなりました。市町村においてもこども計画を策定し、こども施策を推

進していくことが求められています。 

子ども・若者を取り巻く環境は、まだまだ多くの課題があり、その解決に向けては、子ども・

若者やその家庭だけではなく、行政、学校、地域住民、NPO 団体、企業等と連携し、まちぐるみ

で取り組んでいくことが必要です。 

そこで、本市が瀬戸市子ども総合計画に基づきこれまで取り組んできた施策を評価、検証し、

新たな課題への対応も含め、本市の未来を担う子ども・若者の健やかな育ちを、まちぐるみで総

合的かつ計画的に推進することを目的として、第２次瀬戸市子ども総合計画を策定します。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、こども基本法第 10 条における「市町村こども計画」と、既存の各法令に基づく以

下の市町村計画と一体のものとして作成します。 

・ 子ども・若者育成支援推進法第９条に規定する市町村子ども・若者計画 
・ こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第 10 条に規定する市町村計画 
・ 次世代育成支援対策推進法に基づく市町村行動計画 
・ 子ども・子育て支援法に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画 
・ 母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく自立促進計画 
・ 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供す
るための施策の総合的な推進に関する法律に基づく成育医療等に関する計画 

 

また、こども基本法第９条第３項において、「こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなけ

ればならない。」とされており、こども基本法第 10 条第２項において、「市町村は、こども大綱

を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画を定めるよう努めるものとする。」

とされていることから、本計画においても次に掲げる事項を含みます。 

・ 少子化社会対策基本法第７条第１項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための
施策 

・ 子ども・若者育成支援推進法第８条第２項各号に掲げる事項 
・ こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第９条第２項各号に掲げる事項 
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本計画は、瀬戸市子どもの権利条例に定める子ども総合計画であり、本市総合計画をはじめ、

以下の計画等と整合を取り、策定するものです。 

・ 瀬戸市総合計画 
・ 瀬戸市子どもの権利条例 
・ 瀬戸市地域福祉計画 

 

さらに、本市の以下の計画と関連しており、連携して進めていきます。 

・ 瀬戸市教育アクションプラン 
・ いきいき瀬戸 21 健康日本 21 瀬戸市計画 
・ 瀬戸市女性活躍推進計画 
・ 瀬戸市男女共同参画プラン 
・ 瀬戸市障害者福祉基本計画（障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画） 
・ 瀬戸市自殺対策計画 
・ 瀬戸市子ども読書活動推進計画 
・ 瀬戸市緑の基本計画 
・ 瀬戸市公共施設等総合管理計画 
・ 瀬戸市公共施設個別施設計画 
・ 瀬戸市保育所整備・運営計画 等 

 

 

３ 計画の期間 

 

令和７年度から令和 11 年度までの５年間です。 

 

 

４ 計画の対象 

 

本計画の対象は、妊娠期を含めた０歳からおおむね 39 歳までの子ども・若者です。また、子

ども・若者の家庭や地域等も対象とします。 

「若者」は、中学生年代からおおむね 29 歳まで（施策によってはおおむね 39 歳まで）の者と

しますが、「思春期（中学生年代からおおむね 18 歳まで）」の者は、子どもから若者への移行期

として、施策により、子ども、若者それぞれに該当する場合があります。 

また、「子ども」の表記について、本計画においては、法令に根拠がある語を用いる場合や固有

名詞を用いる場合などの特別な場合を除き、「子ども」と表記します。 
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５ ＳＤＧｓの取組 

 

SDGs は、「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals）」です。2015 年９月の国連

サミットで採択された「我々の世界を変革する 持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」で、

2030 年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。17 のゴール・169 のターゲットか

ら構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓い、すべての人にとってより良い未来を

つくると決意しています。 

さらに、このアジェンダは、「21 世紀を生きる人と地球のための憲章です。そして、子どもや

若者たちは、変化を起こす重要な主体です。ここに掲げる新たな目標は、より良い世界を創り出

すために、彼らの無限の能力を持ち寄ることのできる土台となるでしょう。」と宣言しています。 

本計画の推進においても、SDGs の目標達成に資するよう、意識して基本施策に取り組んで、よ

り良い未来をつくります。 

 

 

あらゆる場所のあらゆる形態

の貧困を終わらせる 

 

すべての人々にとって、持続的でだ

れも排除しない持続可能な経済成

長、完全かつ生産的な雇用、働きが

いのある人間らしい仕事（ディーセ

ント・ワーク）を促進する 

 

飢餓を終わらせ、食料安全保障

及び栄養改善を実現し、持続可

能な農業を促進する 
 

各国内及び各国間の不平等を是正

する 

 

あらゆる年齢のすべての人々

の健康的な生活を確保し、福祉

を促進する 
 

包摂的で安全かつ強靱(レジリエン

ト）で持続可能な都市及び人間居住

を実現する 

 

すべての人々への包摂的かつ

公正な質の高い教育を提供し、

生涯学習の機会を促進する 
 

持続可能な開発のための平和で包

摂的な社会を促進し、すべての人々

に司法へのアクセスを提供し、あら

ゆるレベルにおいて効果的で説明

責任のある包摂的な制度を構築す

る 

 

ジェンダー平等を達成し、すべ

ての女性及び女児の能力強化

を行う 
 

持続可能な開発のための実施手段

を強化し、グローバル・パートナー

シップを活性化する 
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第２章 第１次計画の総括 

 

１ 第１次計画の進捗評価 

 

第１次計画では 103 項目の数値目標を設定して、計画の進捗を図ってきました。 

章ごとに数値目標の達成状況を取りまとめ、計画の進捗の評価を行います。 

また、個別の数値目標については次節において掲載しています。 

【評価】 

〇：目標値を達成したもの 

△：目標値は未達成だが、基準値を満たしているもの 

×：目標値が未達成で、基準値を満たしていないもの 

 

103 項目の数値目標に対して、達成は 50 項目（49％）でした。 

また、未達成は 47 項目で、未達成のうち基準値を満たしているものは 17 項目（17％）、基準

値を満たしていないものは 30 項目（29％）でした。 

章 節 項目数 
〇 

達成 

△ 

改善 

× 

未達成 

― 

実績なし 
達成率 

第１章 

すべての子ども 

・若者の健やかな

成長 

第１節 

母子保健 
7 3 1 3 - 43％ 

第２節 

乳幼児期 
29 17 4 7 1 59％ 

第３節 

小・中学生期 
3 2 1 0 - 67％ 

第４節 

すべての子ども・若者

の健やかな成長の応

援 

5 3 2 0 - 60％ 

第２章 

社会的自立に困難

を有する子ども・

若者支援 

第１節 

困難な状況に応じた

取組 

36 14 5 14 3 39％ 

第２節 

子ども・若者総合支援

拠点の設置 

5 3 2 0 - 60％ 

第３章 

子ども・若者と子

育てを応援する社

会基盤の構築 

第１節 

子どもの権利 
2 2 0 0 - 100％ 

第２節 

子ども・子育て応援社

会の構築 

10 5 0 4 1 50％ 

第３節 

子ども活躍応援社会

の構築 

6 1 2 2 1 17％ 

計 103 50 17 30 6 49％ 
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２ 第２次計画の策定にあたっての課題 

 

第１次計画の進捗評価や進捗状況、瀬戸市子ども総合計画改定のためのアンケート調査、子ど

も・子育て会議、子ども・若者会議等での意見等を踏まえ、第２次計画の策定にあたっての課題

を、第１次計画の「施策の展開」で示した項目ごとにまとめました。 

「主な課題」については、対応する第２次計画の施策の番号を末尾に記載しており、[基本目標

－施策番号（ページ）]と示しています。 

 

１ すべての子ども・若者の健やかな成長 

（１） 母子保健 

■第１次計画の目標指標評価 

区分 指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

１ 妊娠・出産・子育てへ

の支援 

マタニティ教室への家族の参加率 79.4% 80.0% 92.6% ○ 

43% 

「こんにちは赤ちゃん訪問」実施率 94.3% 95.0% 95.4% ○ 

２ 子どもの健康の保持・

増進 

６か月児健康相談実施率 98.1% 98.5% 96.1% × 

１歳６か月児健診受診率 95.2% 96.0% 95.7% △ 

３歳児健診受診率 93.7% 94.0% 95.1% ○ 

麻しん風しん混合予防接種 接種

率（第１期） 

95% 

以上 

95% 

以上 
91.5% × 

麻しん風しん混合予防接種 接種

率（第２期） 

95% 

以上 

95% 

以上 
93.2% × 

 

第１次計画で取り組んできたこと 

・ 保健師や看護師が、妊娠・出産に関する正しい知識と技術を持ち、保護者と子どもが心身共

に健やかに、安心して過ごすことができることを目指して、育児相談や訪問相談等を実施し、

母親の不安に寄り添うきめ細かな対応を行ってきました。 

・ 乳幼児健康診査は、子どもの成長の確認や疾病等の早期発見、子育て支援の重要な場であり、

受診勧奨に努め、未把握児がないように取り組んできました。 

↓ 

課 題 

・ 少子化・核家族化の進展、地域とのつながりの希薄化等により、サポートを受けられず孤立

する母親が増えていることから、産前・産後の体制を整備することが重要です。 

・ 子育て世帯を包括的に支援するため、母子保健と児童福祉が一体となり、より連携を強化し、

すべての妊産婦や子ども、子育て家庭の状況に応じた支援を切れ目なく行うことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

主な課題 

・ 保護者の孤立感の高まり ［3-4（P47-48）］ 

・ すべての妊産婦や子ども、子育て家庭の状況に応じた切れ目のない支援が必要 

 ［2-1(P29)、3-1(P41-43)］ 
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（２） 乳幼児期 

■第１次計画の目標指標評価 

区分 指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

１ 非認知能力を育む乳児

保育・幼児教育の推進 

「自分のことが好き」の

項目で「とてもそう思

う」「どちらかといえば

そう思う」と答える子の

割合 

小学 

５年生 
71.3% 75.0% 68.7% × 

59％ 

中学 

２年生 
59.8% 65.0% 61.6% △ 

「自分は価値のある人

間だと思う」の項目で

「とてもそう思う」「ど

ちらかといえばそう思

う」と答える子の割合 

小学 

５年生 
63.4% 65.0% 68.3% ○ 

中学 

２年生 
60.6% 62.0% 66.5% ○ 

「自分は他人と上手に

かかわれる」の項目で

「とてもそう思う」「ど

ちらかといえばそう思

う」と答える子の割合 

小学 

５年生 
72.0% 74.0% 66.8% × 

中学 

２年生 
72.0% 74.0% 62.7% × 

「目標に向かって頑張

ることができる」の項目

で「とてもそう思う」「ど

ちらかといえばそう思

う」と答える子の割合 

小学 

５年生 
79.1% 81.0% 82.0% ○ 

中学 

２年生 
76.4% 78.0% 75.0% × 

「自分の気持ちをうま

くコントロールできる」

の項目で「とてもそう思

う」「どちらかといえば

そう思う」と答える子の

割合 

小学 

５年生 
68.6% 70.0% 71.6% ○ 

中学 

２年生 
69.6% 71.0% 73.1% ○ 

すくすくふれあい広場「出張講座」

参加者の満足度（有効回答に占め

る割合） 

98.9% 98.0% - - 

２ 子育て支援 子育てを楽しいと感じる人の割合 93.7% 95.0% 89.3% × 

子育ては孤独と思う人の割合 23.1% 20.0% 31.4% × 

初めて交通児童遊園、せとっ子フ

ァミリー交流館、プレイルームに

来館する人数 

1,620 人 1,660 人 2,649 人 ○ 

育児サークルの参加者数 3,068 人 3,090 人 1,757 人 × 

父親向け講座等の参加者数 53 人 90 人 193 人 ○ 

父親の来館者数 2,696 人 2,730 人 3,375 人 ○ 

３ 保育サービスの充実 保育園の待機児童数 61 人 0 人 2 人 △ 

利用定員数 2,397 人 2,476 人 2,446 人 △ 

障害児保育実施園 10 園 14 園 14 園 ○ 

休日保育実施園 2 園 2 園 2 園 ○ 

延長保育実施園 22 園 24 園 25 園 ○ 

第三者評価実施園 12 園 20 園 16 園 △ 

保育園での死亡事故件数 0 件 0 件 0 件 ○ 

幼稚園の預かり保育実施園 7 園 7 園 7 園 ○ 
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区分 指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

幼稚園教育開始前の保育実施園 5 園 5 園 5 園 ○ 

緊急一時保育の実施園 1 園 1 園 1 園 ○ 

一時預かり保育の実施園 1 園 1 園 1 園 ○ 

交通児童遊園・せとっ子ファミリ

ー交流館・プレイルームでのファ

ミリーサポート事業による援助活

動件数 

95 件 110 件 114 件 ○ 

 

第１次計画で取り組んできたこと 

・ 子どもの自立の基礎となる自己肯定感や非認知能力が乳幼児期から育まれ、その結果として、

小学生・中学生の自己肯定感や他人とのかかわり方の意識を高められるよう保護者を対象とす

る講座の開催や保育園での取組の充実を図ってきました。 

・ 保育需要に合わせて、待機児童ゼロを目指し、受入を進めています。通常保育に加え、延長

保育、休日保育、障害児保育、一時保育等、保護者のニーズに対応した保育の充実を図ってき

ました。 

↓ 

課 題 

・ 自己肯定感や非認知能力を育むための乳幼児期の保育や教育と、小学生・中学生の自己肯定

感や他人とのかかわり方との関係性や効果を検証するには時間を要するため、長期的及び継続

的に取り組むことが必要です。 

・ 近年家庭において、父親の育児にかかわる意識が高くなってはいるものの、育児が母親のみ

に負担がかかっている状況も依然多いです。また、共働きの増加や子育て家庭の孤立など、子

どもの安全基地としての家庭の力が弱まることが懸念されます。そのため、子育て世帯の働き

方の改善を視野に入れ、地域、企業等と連携し、社会全体の子育て能力を高めるための支援が

必要です。 

・ 少子化により子どもは減少傾向ですが、母親の就労は増加傾向にあり、保育需要は依然高い

状況です。待機児童が発生していることもあり、引き続き保育の拡充が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な課題 

・ 現代の社会や家庭の状況に対応した子ども・子育て支援が必要 

 ［2-1(P29)、2-2(P30-31)、2-4(P34)、3-1(P41-43)、3-3(P46)］ 

・ 保護者のニーズに対応した保育の提供 ［3-1(P41-43)、3-2(P44-45)］ 
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（３） 小・中学生期 

■第１次計画の目標指標評価 

区分 指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

２ 放課後児童クラブ、

放課後学級の整備・

充実 

「放課後児童クラブ」が楽しいと思

う児童の割合（利用児童へのアンケ

ート） 

92.0% 95.0% 96.3% ○ 

67% 
「放課後児童クラブ」の待機児童数 0 人 0 人 0 人 ○ 

「放課後学級」が楽しいと思う児童

の割合（利用児童へのアンケート） 
93.0% 95.0% 94.2% △ 

 

第１次計画で取り組んできたこと 

・ 「第２次瀬戸市教育アクションプラン」において「自ら考え、学び、生き抜く力」の育成を

掲げています。この実現に向け、当該アクションプランの計画期間中、小中一貫教育を通じて

個別最適な学びと協働的な学びの一体化を図りながら、児童生徒の「協働型課題解決能力の育

成」と「郷土愛の醸成」に力を入れてきました。 

・ 放課後児童クラブ及び放課後学級の運営により、放課後の小学生の子どもの居場所づくりに

取り組んできました。 

・ 不登校等の子どもや家庭の困難に対し、「教育」と「福祉」を融合した子どもの居場所づくり

に取り組んでおり、これまで学習の場所がなかった児童生徒に学びの機会を提供してきまし

た。 

↓ 

課 題 

・ 学校だけでは解決できない課題や多様なニーズへ対応するため、地域との連携・協働を含め

た取組が求められていることから、コミュニティ・スクールの推進が必要です。 

・ 保護者の就労等により放課後児童クラブの利用者が増えており、安全に過ごせる場所の確保

や支援体制の充実を図る必要があります。 

・ 不登校の児童生徒が増えています。また、特別な支援や日本語指導が必要な児童生徒も増え

ています。そのため、個々の児童生徒に応じた「学びの場」の保障や、学校内外の子どもの居

場所づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な課題 

・ 課題解決や様々なニーズに対応するための地域と学校の連携・協働 ［2-3(P32-33)］ 

・ 個々の児童生徒に応じた「学びの場」の保障、学校内外の子どもの居場所づくり 

 ［2-3(P32-33)、2-5(P35)、4-5(P61-62)］ 
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（４） すべての子ども・若者の健やかな成長の応援 

■第１次計画の目標指標評価 

区分 指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

１ 子ども・若者に関する

相談体制の充実 

「困ったときに気軽に相談できる

窓口が整っている」と思う子ども・

若者・保護者の割合 

55.1% 60.0% 60.8% ○ 

60% 

子ども・若者相談の相談者数 1,041 人 1,000 人 3,713 人 ○ 

２ 子ども読書活動推進      

３ 子どもの居場所 小・中学生期、高校生期の子どもの

学びの場・体験活動の場の数 
107 回 150 回 151 回 ○ 

小・中学生期、高校生期の子どもの

学びの場・体験活動の場を利用し

た人数 

1,484 人 1,700 人 1,610 人 △ 

４ 次世代を育む親となる

ための取組 

小さい子ども向けの各種教室やま

つり、職場体験等に参加する中学

生・高校生・大学生世代の若者の数 

369 人 450 人 403 人 △ 

 

第１次計画で取り組んできたこと 

・ 令和３年度に子ども・若者センターを開設し、相談対応件数は大きく伸びており、気軽に相

談できる窓口のネットワークの環境は充実してきました。 

・ 児童館事業では、遊びを通した健全育成を目指し、子ども向け講座の開催や図書館の活用等、

子どもの成長段階に応じて、子どもが自ら考え、チャレンジできるような学びや体験の機会を

創出し、子どもにとって心地の良い居場所であることを目指して取り組んできました。 

↓ 

課 題 

・ 特に思春期の子ども・若者は、心身共に成長の過程にあるため、信頼できる大人とかかわる

ことができる機会を創出することが重要です。 

・ 子ども・若者が自ら考え、体験し、学べる場所と機会を創出するとともに、子ども・若者を

尊重し応援する地域社会の風土を醸成することが重要です。 

・ 若者が次世代の親となることに意味や価値を見出せるように、乳幼児や小学生とふれあう機

会を創出することが重要です。 

・ 引き続き、気軽に相談できる場の充実や質の向上に取り組んでいくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な課題 

・ 信頼できる大人や地域社会とのかかわりを持てる機会が必要 

 ［2-5（P35）、2-6(P36-39)、3-4(P47-48)］ 

・ 子ども・若者が自ら考え、遊び、体験できる場所と機会の不足 

 ［2-5（P35）、2-6(P36-39)］ 
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２ 社会的自立に困難を有する子ども・若者支援 

（１） 困難な状況に応じた取組 

■第１次計画の目標指標評価 

区分 指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

１ 子どもの貧困問題へ

の対応 

瀬戸市の子どもの貧困率 7.1% 6.9% - - 

39% 

瀬戸市のひとり親世帯の子どもの貧

困率 
50.2% 45.0% - - 

瀬戸市の生活保護世帯の高校進学率 85.7% 86.5% 80.0% × 

瀬戸市の生活保護世帯の大学進学率 40.0% 41.0% 12.5% × 

「高校までの教育を受けさせたい

が、経済的に難しい」と回答する中

学２年生保護者の割合 

2.3% 2.0% 9.5% × 

「大学までの教育を受けさせたいが

経済的に難しい」と回答する中学２

年生保護者の割合 

23.5% 20.0% 34.7% × 

自立支援教育訓練給付金、高等職業

訓練促進給付金を受け、資格を取得

することにより就業（ステップアッ

プ）につながったひとり親の数 

5 人 5 人 1 人 × 

２ 児童虐待防止対策の

強化 

３か月児健康診査未受診児のうちの

状況未確認児数 
0 人 0 人 

（未受診 9人） 

未把握児 0人 
○ 

１歳６か月児健康診査未受診児のう

ちの状況未確認児数 
0 人 0 人 

（未受診 19 人）

未把握児 0人 
○ 

３歳児健康診査未受診児のうちの状

況未確認児数 
0 人 0 人 

（未受診 34 人）

未把握児 0人 
○ 

「保護者から、たたかれ

たり、なぐられたりする」

と回答する子ども・若者

の割合 

小学 

５年生 
20.9% 5.0% 25.0% × 

中学 

２年生 
21.9% 10.0% 22.2% × 

17 歳 21.1% 10.0% 37.8% × 

19-29 歳 42.5% 20.0% 42.7% × 

児童虐待死亡数 0 人 0 人 0 人 ○ 

子ども・若者センターによる児童虐

待相談対応件数（新規受付件数） 
175 件 200 件 223 件 ○ 

再通告者数 10 人 8 人 22 人 × 

「困ったときに気軽に相

談できる窓口が整ってい

る」と回答する子ども・若

者の割合 

小学 

５年生 
68.6% 80.0% 77.4% △ 

中学 

２年生 
49.4% 60.0% 67.2% ○ 

17 歳 35.5% 50.0% 45.5% △ 

19-29 歳 27.4% 40.0% 46.4% ○ 

子ども・若者センターの相談件数 1,212 件 1,400 件 3,099 件 ○ 

３ 外国人の子どもやそ

の家族への支援 

外国人生徒の高校進学率（定時制を

含む） 
95.2% 96.0% 88.9% × 

日本語初期指導が必要な児童生徒に

対する初期指導の割合 
100.0% 100.0% 100.0% ○ 
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区分 指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

４ 障害（又はその疑い）

のある子ども・若者

への支援 

子どもの基本的生活習慣の自律が進

んだと思う保護者の割合 

※のぞみ学園保護者アンケート 

- 80.0% 100.0% 〇 

親子支援プログラム終了時点で、以

前より子育てに自信が持てるように

なった参加者の割合 

※親子支援プログラム参加者アンケート 

- 80.0% 70.0% △ 

特別支援教育リーダー養成講座参加

者数（累計人数） 
54 人 90 人 137 人 ○ 

５ 自殺対策 瀬戸市の自殺率 

※人口 10 万人当たりの自殺死亡者数 
16.62% 11.6% 

19.42% 

（R4） 
× 

６ 不登校、ひきこもり

の子ども・若者への

支援 

ひきこもりの若者の割合 1.68% 1.50% - - 

困ったときに気軽に相談

できる窓口が整っている

と回答する若者の割合 

17 歳 35.5% 50.0% 45.5% △ 

19-29 歳 27.4% 40.0% 46.4% ○ 

相談・支援につながった若者とその

家族の人数（延べ人数） 
28 人 90 人 71 人 △ 

子ども・若者総合相談センターの設置 0 箇所 1 箇所 1 箇所 ○ 

７ 地域に根ざした非行

防止等健全育成 

地域見守り活動を行う少年センター

支部数 
8 箇所 8 箇所 8 箇所 ○ 

少年補導人数 220 人 210 人 347 人 × 

８ インターネット普及

への対応 

出会い系サイト・コミュニティサイ

トに起因した被害少年数（愛知県） 
124 人 122 人 157 人 × 

 

第１次計画で取り組んできたこと 

・ 困難を有する子ども・若者への支援について、貧困、児童虐待、外国人、障害、自殺、不登

校、ひきこもり、非行、インターネット利用の拡大等に対して、様々な取組を進めてきました。 

・ 子どもに関する手当の支給、子ども食堂への支援、子ども・若者センター設置による相談・

対応体制の整備等により、子ども・若者に対して様々な支援を実施してきました。 

・ 「子どもの今・未来応援基金」を創設し、市民・企業の方々から多くの寄附をいただきまし

た。 

↓ 

課 題 

・ 様々な取組や支援を進めていますが、困難を有する子ども・若者は増加傾向が続いています。

相談・対応体制の強化が必要なことから、専門性を高める研修の受講等により職員の質を向上

するとともに、要保護児童対策地域協議会や子ども・若者支援地域協議会等により、関係機関

や地域との連携を図ることが求められます。 

・ 子ども・若者やその家庭が、困難に陥ることを予防するための各種施策の充実や、早期に発

見し専門的な支援につなぐことができる体制づくりに加え、地域で活動する様々な支援関係

者・団体・機関が、その強みを活かしながら連携し、子ども・若者を“面”として支える地域

づくりをさらに充実させていくことが重要です。 
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主な課題 

・ 貧困と虐待に対応するための経済的・包括的支援の拡充が必要 

 ［4-1(P51-54)、4-2(P55-56)］ 

・ 困難を抱える子ども・若者を地域で見守り支えていくための、地域資源の開拓と関係 

機関との連携強化が必要 ［4(P51-63)］ 
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（２） 子ども・若者総合支援拠点の設置 

■第１次計画の目標指標評価 

指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

「困ったときに気軽に相談できる窓口が整っている」

と回答する子ども・若者の割合 

小学 

５年生 
68.6% 80.0% 77.4% △ 

60% 

中学 

２年生 
49.4% 60.0% 67.2% ○ 

17 歳 35.5% 50.0% 45.5% △ 

19-29 歳 27.4% 40.0% 46.4% ○ 

子ども・若者総合相談支援拠点（子ども・若者センター）での相

談者数 
- 2,490 人 3,170 人 〇 

 

第１次計画で取り組んできたこと 

・ 令和３年度に子ども・若者センターを開設し、①子育て総合相談窓口、②児童虐待等相談対

応、③若者相談・支援の３つの機能を一体化し、地域連携しながら、包括的な支援を実施して

きました。 

・ 子ども・若者センターの開設により、相談対応件数総数は、開設前の２倍程度に大きく増加

しましたが、少子化や共働きの増加、経済格差の拡大等により、困難を抱える子ども・若者や

子育て世代がこれまで以上に顕在化している状況であり、社会全体の情勢や統計から、この状

況は今後も拡大することが予想されます。 

・ 改正児童福祉法により、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化に向けて、「こ

ども家庭センター」の設置が努力義務とされました。このことから、本市においても、子ども・

若者センターの機能にこども家庭センターの機能を追加した「こども若者家庭センター」を令

和７年４月に設置します。 

↓ 

課 題 

・ 「こども若者家庭センター」を中心に母子保健と児童福祉の連携をさらに強化することが求

められています。 

・ 家庭支援事業の推進、関係機関との連携、専門職の配置等により、子ども・若者とその家族

を対象に切れ目なく支援する体制の強化が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な課題 

・ 相談・支援ニーズの拡大に対応できる体制づくりが必要 

 ［3-1(P41-43)、3-4(P47-48)、4-5(P61-62)］ 

・ 子ども・若者とその家庭へきめ細かな支援が必要 ［4(P51-63)］ 
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３ 子ども・若者と子育てを応援する社会基盤の構築 

（１） 子どもの権利 

■第１次計画の目標指標評価 

指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

子どもの権利について「内容を知っている」と答える子ども及び

保護者の割合 
8.9% 20.0% 29.9% ○ 

100% 

子どもの意見表明の機会（市把握分） 2 回 3 回 3 回 ○ 

 

第１次計画で取り組んできたこと 

・ 本市では、子どもの権利を守るため、子ども・若者の参画を得て、令和４年 10 月に瀬戸市

子どもの権利条例を制定し、関連事業の推進を図ってきました。 

・ 子ども・若者の意見表明の場として、子ども・若者会議を継続的に開催してきました。 

↓ 

課 題 

・ 子どもの権利及び子どもの権利条例の認知度を高めるために、子ども・若者たちと共に、積

極的な啓発活動を継続的に実施することが重要です。 

・ 様々な方法で子ども・若者の意見を聴取し、施策や計画等に反映するために、子ども・若者

たちが政策決定や地域の活動に参画できるようなプラットフォームの整備が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

  

主な課題 

・ 子どもの権利及び子どもの権利条例の認知度の向上 ［1-1(P26-27)］ 

・ 子ども・若者の意見表明の機会の拡充及び施策等への反映による具現化が必要 

 ［1-1(P26-27)］ 
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（２） 子ども・子育て応援社会の構築 

■第１次計画の目標指標評価 

区分 指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

１ 希望する人が子どもを

持てる基盤づくり 

理想の子どもの人数より実際の子

どもの人数が１人以上少ない人の

割合 

35.4% 34.0% 37.3% × 

50% 

合計特殊出生率 1.32 1.32 
1.21 

（R4） 
× 

２ ライフ・ワーク・バラン

ス 

※本市では、ライフ（生活）

あってのワーク（仕事）と

いう観点から、ライフ・ワ

ーク・バランスと表記 

平日に子どもとかかわる時間が少

ないと思う保護者の割合 
59.6% 56.6% 54.0% ○ 

25～39 歳の女性人口に占める有業

者の割合 
66.56% - - - 

「ファミリーフレンドリー企業」

に登録している市内企業数 
15 社 22 社 22 社 ○ 

３ 地域、社会との連携 子育てが地域の人や社会に支えら

れていると感じる保護者の割合 
67.0% 70.0% 55.8% × 

子育て支援に取り組む地域の数

（サロン・講座・交流ｲﾍﾞﾝﾄ等）（市

把握分） 

25 25 18 × 

市内「はぐみん」優待ショップ登録

件数 
73 件 77 件 83 件 ○ 

困ったときに気軽に相談できる窓

口が整っていると思う子ども・若

者・保護者の割合 

55.1% 60.0% 60.8% ○ 

子育て総合支援センターにおける

相談の関係機関へのつなぎ件数 
238 件 300 件 382 件 ○ 

 

第１次計画で取り組んできたこと 

・ 希望する人が、理想とする人数の子どもを持つことができ、生活と仕事の両立（ライフ・ワ

ーク・バランス）の整った社会の中で、保護者が子育ての時間を十分に確保できている姿を目

標に、子育て家庭への経済的な支援、男性の育児参画に関する講座の実施、事業者や保護者へ

のライフ・ワーク・バランスに関する啓発活動等に取り組んできました。 

↓ 

課 題 

・ 地域で子ども・若者や子育て世帯を支援する取組も進められていますが、支えている地域の

方々の高齢化や後継者不足、支援物資の確保が困難な状況等の課題が表出しています。 

・ 子ども・若者や子育て世帯を支援する取組を持続的に進めるため、市民や関係団体、企業等

と連携し、社会全体の子育て能力を高めることが必要です。 

 

 

 

 

 

主な課題 

・ ライフ・ワーク・バランスの整った社会の構築を目指すための啓発が必要 ［3-6(P50)］ 

・ 社会全体の子育て能力を高めるための人的・物的支援の不足 [４-１(P51-54)] 
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（３） 子ども活躍応援社会の構築 

■第１次計画の目標指標評価 

区分 指標 基準値 
目標値 

（R5） 

実績値 

（R5） 
評価 達成率 

１ 子ども・子育て環境の

充実 

「公園など子どもが安心して遊べ

る場所がある」という項目に対し、

「不満」と答える保護者の割合 

36.7% 29.0% 56.8% × 

17% 

都市公園における健全度の確保さ

れた遊具の割合 
64.4% 93.1% 91.1% △ 

２ 子どもの夢・チャレン

ジの応援 

25～39 歳の人口に占める有業者の

割合 
77.02% - - - 

３ 広報啓発・情報提供 せとっ子ねっとトップページアク

セスユーザー数 

4,277

ユーザー 

4,500

ユーザー 

4,569

ユーザー 
○ 

子育てをする知人・友人に対し、

「瀬戸市で暮らすことについてお

すすめしたい」と感じる市民の割

合 

53.7% 56.0% 54.0% △ 

25～39 歳の人口の社会増 48 人 70 人 ▲45 人 × 

 

第１次計画で取り組んできたこと 

 

・ 子どもたちが自ら考え、学び、それぞれの夢や自立に向かっていくためには、ものづくり、

文化、スポーツ、自然等の豊かな実体験が必要であるため、様々な機関・団体と連携しながら、

実体験できる場所と機会の創出に取り組んできました。 

・ 子どもや子育て家庭が安心して外出できるように、計画的な環境整備を進めてきました。 

 

↓ 

課 題 

 

・ 体験の場所と機会を創出する活動を持続可能なものとするための体制の強化や、新たな体験

の場所と機会の創出が必要です。 

・ 子どもたちが体を思いきり動かす機会や場所が少なくなり、子どもの体力低下やインターネ

ットへの依存が問題視されています。身近な場所で子どもたちがのびのびと遊ぶことができる

場所を創出するため、地域住民のニーズに合わせた公園の整備等、計画的な環境整備が必要で

す。 

 

 

 

 

 

 

  

主な課題 

・ 子ども・若者の自立を育む豊かな体験ができる場所と機会の不足 ［2-6(P36-39)］ 

・ 子どもたちが思いきり体を動かして遊ぶことができるための環境整備が必要 

 ［3-5(P49)］ 
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３ 第２次計画の策定にあたっての課題のまとめ 

 

第１次計画期間中には、既存事業に加え、新たな取組として、子どもの権利条例の制定、子ど

も・若者センターの設置、子どもの今・未来応援基金の創設、子ども・若者会議の設置を行いま

した。特に子どもの権利条例は、素案作りから条例の周知活動まで、子ども・若者会議委員と共

に取り組み、子どもの視点を大事にしながら推進を図ってきました。 

今後も子どもの権利のさらなる周知、このような子ども・若者の主体的な活動の機会づくり、

さらには、子ども・若者が自らの意見を表明し、政策決定や地域の活動に参画できるようなプラ

ットフォームの整備を進めることが重要です。 

子どもの権利については、アンケート調査結果により、子ども自身も含め、子どもにかかわる

大人の理解も十分には進んでいないことが明らかになりました。今後も積極的な周知と理解の向

上を図る必要があります。 

子育て世代の経済的な状況や女性活躍の推進に伴い、出産後も働き続ける母親も増えてきまし

た。そのため、０歳から２歳までの低年齢児の保育や放課後児童クラブの利用ニーズが高まり、

待機児童が発生する状況にもなっています。また、子どもが保育園や放課後児童クラブで過ごす

時間が長くなっていることから、保育内容や体制の充実が必要です。 

子どもが置かれている環境にかかわらず、多様な体験やチャレンジできる場や機会が求められ

ています。また、子どもたちが、身体を思いきり動かして遊べる場所の確保や安心して過ごせる

居場所へのニーズも高まっています。 

特に居場所については、すでに子どもの居場所となっている児童館や図書館等の既存の施設だ

けではなく、また、小・中学生だけではなく、若者を含め、一人一人の「居たい」、「行きたい」、

「やってみたい」が実現できる居場所づくりを進めていく必要があります。 

これらの取組を進めるためには、行政、学校、地域住民、NPO 団体、企業等を含む「地域社会」

で、子どもと大人のお互いが感じ方や考え方の違いを理解し、交流を深めながら、一緒に子ども・

若者施策を進めていくことが重要です。地域のつながりが希薄化している中で、市民の主体的な

活動が持続可能なものとなるための支援が求められています。また、いずれ社会の担い手となる

子ども・若者自身が支援されるだけではなく、支援する側として、深くかかわるまちにつながる

ような基盤を整えることも大切です。 

インターネットの進展や核家族化の進行等、人とのつながりが弱まっていたところに、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響で、人との交流が阻まれ、社会活動が停滞したことで、子ども・

若者や主に母親の人とのかかわり方も変化し、社会的孤立が加速化したと言われています。 

このため、子育てに不安を持つ保護者のニーズを的確にとらえ、相談体制の充実やきめ細かい

子育て支援が求められています。さらに、貧困、虐待、ひきこもり等の困難を抱える子ども・若

者やその家族を切れ目なく支援し、特に虐待に関する予防の強化が必要です。また、性的虐待等

を含む不適切な養育や性被害への対応等、子どもの権利を著しく侵害する行為への対応が必要と

なっています。 

対応にあたっては、職員一人一人の資質の向上に努め、専門性を高めるとともに、専門家や関

係機関と連携、協力して取り組んでいくことが重要です。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 

子どもの最善の利益が優先して考慮されること 

 

子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）は、世界中すべての子どもたちがもつ人権（権

利）を定めた条約であり、子どもが権利をもつ主体であることを明確にしています。子どもの権

利条約の基本的な考え方である「子どもの最善の利益」は、「子どもにとって最もよいこと」であ

り、子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」

を第一に考えるとされています。日本では、条約を批准して約 30 年後の令和５年４月１日に施

行されたこども基本法に、この考え方が取り入れられています。 

また、国連子どもの権利委員会が日本に対して、「社会の競争的な性格により子ども時代と発

達が害されることなく、子どもがその子ども時代を享受することを確保するための措置を取るこ

と」と要請しており、日本の競争的な社会により、子ども・若者の児童期、思春期、青年期にお

ける様々な経験を積む時間や機会が奪われていること、また、それによる発達への影響を危惧さ

れています。 

 

価値観や選択肢が多様化する現在において、過去の経験や固定観念等から、「こうあるべき」と

子ども・若者に語りかけることは、子ども・若者の自信の喪失や選択肢を狭めてしまうことにつ

ながる場合があります。そのようなことを日常の中で感じている子ども・若者が、「自分らしく生

きたい」と望んでいると考えられます。 

子ども・若者は、発達段階ごとに様々な経験を通して、成功や失敗を繰り返しながら視野を広

げ、自己探求を深め、成長していきます。そして、子ども・若者が自ら考え、行動することで、

その経験の深みが増していきます。 

本市においても、子ども・若者が自分らしく生きることができるように、過去の経験や固定観

念等によって子どもに関することを決めるのではなく、「子どもにとって最もよいことは何か」

を第一に考えます。 

 

以上のことから、瀬戸市子どもの権利条例において、「子どもの最善の利益が優先して考慮さ

れることを基本理念とした瀬戸市子ども総合計画に基づき、子どもの健やかな育ちをまちぐるみ

で総合的かつ計画的に推進するに当たり、その基盤として子どもの権利を守り、子どもの権利が

保障される環境(子どもにやさしいまち)を整えることが重要となります。」と示していることも

踏まえ、本計画の基本理念を、「子どもの最善の利益が優先して考慮されること」とします。 
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２ 目指すまちの姿 

子どもにやさしいまち 

～子どもが、安全に安心して、自分らしく生き、 

主体的に参加し、のびのびと豊かに育つことができるまち～ 

 

いつ、いかなる時も、子どもの権利が守られ、子ども・若者が自分の意見や考えを述べること

ができる等の子どもの権利が行使できる社会であることが重要です。 

 

こども基本法は、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自

立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にか

かわらず、その権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸福な状態（ウ

ェルビーイング）で生活を送ることができる社会（こどもまんなか社会）の実現を目指し、社会

全体としてこども施策に取り組み、総合的に推進することを目的として策定されています。 

 

本市におけるこどもまんなか社会とは、子どもにやさしいまちのことです。 

子どもにやさしいまちとは、子どもの権利を大人も子どもも理解し、保障される環境のことで

す。その環境が整うことで、子どもは、安全に安心して過ごすことができ、自分らしく生きられ

るのです。また、子ども自身がかかわることに主体的に参加し、意見を述べることもできます。

その結果として、子ども・若者がそれぞれの夢や目標に向かって、のびのびと豊かに育つことが

できるのです。 

 

本計画では、子どもの最善の利益が優先して考慮されながら、社会が子ども・若者を切れ目な

く育てていくことを明確に示すため、瀬戸市子どもの権利条例に示す「子どもにやさしいまち（子

どもの権利を守り、子どもの権利が保障される環境＝子どもが、安全に安心して、自分らしく生

き、主体的に参加し、のびのびと豊かに育つことができるまち）」を目指すまちの姿として取り組

んでいきます。 
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３ 基本目標 

 

これからの子ども・若者施策を進めるうえで、子ども・若者を中心にした地域のネットワーク

が有効に機能することが大変重要であり、そのためには、第２次計画の策定にあたっての課題に

もあるように、「地域社会で子育てを支援していく」という考え方を、本市をはじめ、関係機関は

もとより、広く地域社会で共有することが必要です。 

基本理念である「子どもの最善の利益が優先して考慮されること」の実現を目指すために、以

下の４つの基本目標を掲げ、地域社会全体で子育てを支援していきます。 

 

（１）子どもの権利を守る 

子どもは、生まれながらにして、一人一人が独立した人格を持ち、自らの力で未来を切り開く

主体です。子どもは、大人と同じように、一人の人間として様々な権利を有しています。 

しかしながら、子どもの権利は、差別や虐待、貧困、いじめ、自由な意思の表現が抑えられる

こと等、守られていない状況もあり、子どもを取り巻く大人や社会全体で子どもの権利を守る必

要があります。 

瀬戸市子どもの権利条例では、「安全に安心して生きる権利」「自分らしく生きる権利」「主体的

に参加する権利」「のびのびと豊かに育つ権利」の４つの権利を子どもの権利として、位置づけて

います。 

子どもの権利の理解を促進し、子ども・若者をはじめ、保護者や地域、社会全体で子どもの権

利を守る環境を整えていきます。また、子ども・若者が意見を表明し、社会に参画する機会を作

っていきます。 

 

（２）子ども・若者の育ちの支援 

こども基本法では、こどもとは「心身の発達の過程にある者をいう」とされています。これは、

こどもが年齢に区切られるのではなく、こども・若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せに暮

らしていけるように支えていくことが、こども・若者にとっても、社会にとっても重要だからで

す。 

子ども・若者が心身共に健やかに育ち、個性が尊重され、様々な遊びや学びの体験を通じて生

き抜く力を育めるように支援していきます。 

 

  



21 

（３）子育て家庭への支援 

子ども・若者にとって、家庭は大切な居場所であり、子ども・若者にとっての安全基地です。 

しかし、子育てに係る環境が大きく変化している中で、子育て支援の在り方を変える時期に来

ていると考えます。瀬戸市子どもの権利条例でも、保護者の責務だけではなく、地域住民等の役

割を規定しています。そのうえで、社会全体で子ども・若者を育てていく風土づくり、文化づく

りに向けた支援を行っていきます。 

また、子ども・保護者が、家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる子育て支

援策の充実や相談体制の整備、生活と仕事の両立ができるよう社会環境を整備します。 

 

（４）困難な状況に対応する子ども・若者、その家庭への必要な支援 

貧困、虐待、いじめ、不登校、ひきこもり、ヤングケアラー等、権利が侵害される状況にあり、

子ども・若者とその家族を取り巻く環境に様々な困難を抱える人たちがいます。子ども・若者が

持つ可能性を高めるためにも、その生まれ育った環境に左右されず、それぞれの夢や希望に向か

って、幸せに暮らしていけるように、子どもの権利を守り、その家庭を含めた必要な支援を行い

ます。 
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４ 施策の体系 

 

 本計画は目指すまちの姿を実現するために、４つの基本目標とそれに基づく施策を以下のよう

に位置づけて計画の推進を図っていきます。 

 

目
指
す
ま
ち
の
姿 

子
ど
も
に
や
さ
し
い
ま
ち 

基本目標 施策 

１ 子どもの権利を守る ① 子どもの権利の保障 

② 子どもの権利に関する啓発 

２ 子ども・若者の育ち

の支援 

① 子どもの健康の支援 

② 乳幼児期の子どもの育ちの支援 

③ 豊かな学びの支援 

④ 放課後対策 

⑤ 子どもの居場所の確保 

⑥ 子どもの豊かな体験の支援 

⑦ 希望する人が子どもを持てる基盤づくり 

３ 子育て家庭への支援 ① 子育て支援の充実 

② 保育の充実 

③ 経済的負担の軽減 

④ 地域の子育て支援 

⑤ 子どもが安全・安心に過ごせる環境の整備 

⑥ 多様な働き方の支援 

４ 困難な状況に対応す

る子ども・若者、その家

庭への必要な支援 

① 子どもの貧困問題への対応 

② 児童虐待防止対策 

③ 外国にルーツのある子ども・若者とその家庭への支援 

④ 子どもの発達支援・その家族や地域への支援 

⑤ 子ども・若者育成支援 

⑥ 地域に根ざした青少年の健全育成 
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５ ライフステージごとの方向性 

 

本計画では、ライフステージにかかわらず該当する施策と子どもや若者の特定のライフステー

ジのみに実施する施策があります。 

各施策とライフステージとのかかわりを以下の表にまとめました。 

 

施策 妊娠期 乳児期 幼児期 学童期 青年期 

基本目標１ 子どもの権利を守る 

① 子どもの権利の保障      

② 子どもの権利に関する啓発      

基本目標２ 子ども・若者の育ちの支援 

① 子どもの健康の支援      

② 乳幼児期の子どもの育ちの支援      

③ 豊かな学びの支援      

④ 放課後対策      

⑤ 子どもの居場所の確保      

⑥ 子どもの豊かな体験の支援      

⑦ 希望する人が子どもを持てる基盤づくり      

基本目標３ 子育て家庭への支援 

① 子育て支援の充実      

② 保育の充実      

③ 経済的負担の軽減      

④ 地域の子育て支援      

⑤ 子どもが安全・安心に過ごせる環境の整備      

⑥ 多様な働き方の支援      

基本目標４ 困難な状況に対応する子ども・若者、その家庭への必要な支援 

① 子どもの貧困問題への対応      

② 児童虐待防止対策      

③ 外国にルーツのある子ども・若者とその家庭

への支援 
     

④ 子どもの発達支援・その家族や地域への支援      

⑤ 子ども・若者育成支援      

⑥ 地域に根ざした青少年の健全育成      
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６ 重点事業 

 

本計画の推進にあたっては、次の３つの事業について重点的に取り組みます。 

 

１ 子ども・若者の意見の実現 

 

本市では、子ども・若者に関する政策を、本市の持続可能性を高める重要な政策の一つとして

位置づけ推進してきました。第１次計画期間中には、瀬戸市子どもの権利条例を制定し、子ども

の権利の周知、権利擁護の取組を進めてきました。 

瀬戸市子どもの権利条例には、子どもの権利の一つとして「主体的に参加する権利」がありま

す。本市の施策、計画の推進にあたっては、子どもの権利擁護に取り組んでいきます。また、子

ども・若者の意見を取りまとめ、その内容を反映し、事業の推進を行っていきます。さらに、子

ども・若者会議では、公募により委員を募集し、定期的に会議を開催して、子どもの権利に関す

る啓発事業や市の事業に対する意見表明、イベントの実施等、子ども・若者の主体的な取組を推

進しています。 

第２次計画においても、子ども・若者会議を継続して開催し、子どもの権利に関するさらなる

周知活動や、子どもの権利擁護に取り組み、子ども・若者の主体的な活動を支援していきます。 

さらに、本市が取り組む子ども・若者に関する施策の推進や計画の策定にあたっては、「主体的

に参加する権利」を行使できるよう子ども・若者の参画を促し、意見表明の機会を拡充していき

ます。そのうえで、子ども・若者の意見を反映し、協働して施策の進捗を図ります。 

 

 

２ 子ども・若者の居場所づくり 

 

本市では、児童館をはじめ、地域交流センターや公民館、図書館等を、小学生から高校生・大

学生等の若者も含めて活動を行う、子ども・若者の居場所として提供しています。第１次計画期

間中には、不登校や家庭に課題のある子どもを対象に、学校内で生活習慣の形成や学習のサポー

トなどを行う「せと“ここ”ほっとルーム」を各中学校に整備してきました。 

今後も、子ども・若者の居場所づくりは、多様な体験や様々な人との交流、信頼できる大人と

のかかわりを持てるように、地域の方々と協働し、子ども・若者の声を聴きながら進めていきま

す。 

また、孤独や孤立を感じる子ども・若者のサポートを拡充するために、家庭や学校だけでなく、

子ども・若者が安心して過ごせる場所をさらに整備していきます。 

子ども・若者が行きたい、過ごしたいと思える場所、安心して、自分らしく過ごすことができ

る場所、そこにいてもいいと思える場所、居場所といえる場所と機会を、児童館等の既存の施設

も活用しながら整備することで、子ども・若者が「瀬戸って良いな」、「瀬戸で暮らし続けたい」

と思えるように取組を進めていきます。  
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３ こども若者家庭センター事業の充実 

 

本市では、第１次計画期間中に「子ども・若者センター」を開設し、０歳からおおむね 39 歳ま

での子ども・若者やその家庭が困ったときに、年齢による切れ目なく相談・支援を受けられる体

制を整備しました。令和７年４月には、これまでの機能に、こども家庭センター機能を追加し、

「こども若者家庭センター」を設置します。 

これによりすべての妊産婦や乳幼児にかかわる母子保健機能を通じて、虐待への予防的な対応

や子育てに困難を抱える家庭の早期発見にも、センターとして取り組んでいきます。 

さらに、成長過程を通じて子ども・若者とその家庭が困ったときに、専門職による相談対応、

地域資源の掘り起こしや連携による家庭支援事業の推進、関係機関との連携などにより、継続的

で切れ目のない支援を実施する体制を強化します。 

特に、若者の相談・支援件数は大きく増加しており、本市の特徴である若者世代までの切れ目

のない支援体制を活かし、乳幼児や小学生のころからの見守りや、中学校卒業後の相談、居場所、

社会参加など、継続的で切れ目のない支援により、将来、精神的にも社会的にも自立できるよう、

本人にとって希望ある未来を描くサポートを行います。 
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第４章 施策の推進 

 

基本目標 

１ 子どもの権利を守る 

       

 

（１）子どもの権利の保障 

瀬戸市子どもの権利条例で位置づけられている「安全に安心して生きる権利」「自分らしく生

きる権利」「主体的に参加する権利」「のびのびと豊かに育つ権利」の４つの子どもの権利につい

て、子ども自身が理解を深めるための情報提供や意識啓発を行います。 

子どもの権利が適切に保障され、権利が侵害された場合は速やかに救済されるように、専門機

関と連携しながら取り組んでいきます。 

また、子ども・若者が自らのことについて、意見を形成し、意見表明をする場を設けます。大

人はこれらの意見を聴き、尊重、対話しながら共に進めていきます。 

 

子どもの権利の保障 

1-1-1 子どもの権利条例の

推進 

子どもの権利が保障され、「子どもにやさしい

まちづくり(※)」を実現するため、令和４年

10月に瀬戸市子どもの権利条例を制定しまし

た。子どもの権利及び瀬戸市子どもの権利条

例の周知を推進します。 
※子どもの権利を満たすために積極的に取り組むまちのこと 

こども未来課 

1-1-2 子どもの権利擁護委

員の設置 

瀬戸市子どもの権利条例に基づき、子どもの

権利擁護委員を設置し、相談支援等により、

子どもを権利侵害の状態から救済し、子ども

の最善の利益の実現を図ります。 

こども未来課 

1-1-3 スクールロイヤーの

配置 

学校における解決が困難な児童生徒の人権に

かかわる問題について、弁護士が相談を受け、

子どもの最善の利益を念頭に置き、教育及び

福祉の視点を取り入れた法的指導助言を行

い、学校運営の安定等を通じて、子どもの人

権を保障します。 

学校教育課 
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子どもの権利に関する学習機会の提供 

1-1-4 
4-2-2
（再掲） 

子どもに対する取組 幼児期の「命の学習」や小・中学校での性教

育などを通じ、自己肯定感を育み、子ども自

身が自らを守る力を育てます。 

せとっ子ファミ

リー交流館 

保育課 

学校教育課 

1-1-5 子どもの違いを認め

合う教育 

学校では、自己肯定感を高められる子どもを

育てるため、一人一人の違いを認め合う教育

を推進します。さらに、様々な価値観を大切

にできるよう、自分とは違う考えを受け入れ、

子どもが互いを尊重しあう教育を推進しま

す。 

学校教育課 

1-1-6 人権教室の開催 小・中学生を対象とした人権教室や講話を実

施します。 

社会福祉課 

 

子どもの権利が侵害された場合の取組 

1-1-7 子どもの人権 SOS ミ

ニレターの配布 

学校を通じて児童生徒に「SOS ミニレター」を

配布し、子どもの人権侵害に関する問題の把

握と解決への支援につなげます。 

社会福祉課 

 

子どもの意見表明の場の確保 

1-1-8 子ども・若者会議の

開催 

子ども・若者が、自ら会議やイベントなどを

企画、検討し、自分の意見を表明でき、他者

の考えを認め、合意形成を図ることや市政に

意見を述べる機会を提供します。 

こども未来課 

1-1-9 議会体験の実施 学校が校外学習として議会見学を行う機会等

を活かし、子どもが市政へ関心を持ち、参加

する機会、意見を表明することができる機会

を提供します。 

議事課 
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（２）子どもの権利に関する啓発 

いじめや体罰・不適切な指導、児童虐待、性暴力等、子どもの権利侵害を許さないという考え

を社会全体で共有するため、また、困難を抱えながらも SOS を発信できない子どもや若者に支援

の手を差し伸べるために、子どもや若者にかかわりうるすべての大人を対象に、人権に対する理

解を深め、人権尊重の意識を高める活動を進めます。 

 

子どもの権利に関する社会全体の意識醸成 

1-2-1 人権週間の周知 「人権擁護委員の日」や「人権週間」などの

各種イベントに合わせ、広報への掲載等によ

り啓発活動を行い、人権を守る意識を高めま

す。 

社会福祉課 
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基本目標 

２ 子ども・若者の育ちの支援 

     

 

（１）子どもの健康の支援 

生涯にわたって心身共に健やかな状態で過ごすためには、子どものころからの取組が必要です。

子どもの成長や発達に関して、子育て当事者である親や身近な養育者が正しい知識と責任を持ち、

健康診査の受診や予防接種を着実に実施できるよう支援します。 

また、将来の妊娠に向けて若者が自らの生活や健康に向き合うプレコンセプションケア

(Preconception care)、性や妊娠に関する正しい知識、妊娠や出産に関する女性特有の健康課題

等について理解を深められるよう啓発を推進します。 

 

母子保健の推進 

2-1-1 

3-1-8 

（再掲） 

乳幼児健康相談の実

施 

毎月１回、乳幼児とその保護者に対し、身体

計測・育児相談等の機会を提供します。 

こども若者家庭

センター 

2-1-2 子どもの健康診査・

健康相談の実施 

３か月児、６か月児、１歳６か月児、３歳児

に健康診査・健康相談を実施し、発育・発達

の状況、病気の有無の確認と育児相談を行い

ます。 

こども若者家庭

センター 

2-1-3 子どもの歯科健康診

査の実施 

１歳６か月児、２歳児、３歳児を対象に、歯

科診察、フッ素塗布を実施します。 

こども若者家庭

センター 

2-1-4 健診未受診児の受診

勧奨 

各健診の未受診児に対し、電話や手紙、家庭

訪問等により、受診勧奨を実施し、状況把握

を行います。 

こども若者家庭

センター 

2-1-5 予防接種の実施 伝染の恐れがある疾病の発生及びまん延予防

を図るとともに、予防接種を受けた本人が病

気にかからないように、あるいは、かかって

も重くならないようにする役割や、免疫疾患

等で予防接種を受けられない他者を間接的に

感染から守る役割も持っています。適切に予

防接種ができるよう、予診票の発行や接種ス

ケジュールの相談などを行います。 

健康課 
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（２）乳幼児期の子どもの育ちの支援 

本市には、公立保育園が 10 園、公設民営保育園が２園、民間保育園が 14 園、小規模保育施設

が２施設、事業所内保育施設が１施設、病児保育施設が１施設あります。 

一人一人の子どもに寄り添い、多様な保育を提供し、子どもの健やかな成長を支援しています。 

また、子どものアレルギーや睡眠時の対応、保育士の研修の充実等、保育士の資質の向上にも

継続的に取り組み、質の高い保育の提供に努めています。 

子どもの心身の状況や保護者の就労状況等、子どもの置かれた環境に十分に配慮しつつ、子ど

もの育ちを等しく、切れ目なく保障します。 

 

保育内容の充実 

2-2-1 

3-2-10 

（再掲） 

「生命の保持及び情

緒の安定」及び「養護

と教育の一体性」の

実践 

保育士が養護的な働きかけや環境を作ること

により、園児の「生命の保持及び情緒の安定」

を図ります。また、養護と教育の一体性を強

く意識したうえで実践を行います。 

保育課 

2-2-2 

3-2-11 

（再掲） 

幼児教育及び保育と

小学校との連携 

幼児教育及び保育と小学校教育との連携を図

り、切れ目のない支援をします。 

保育課 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

学校教育課 

 

保育士の資質の向上 

2-2-3 

3-2-12 

（再掲） 

保育士研修の推進 職務経験別研修や専門研修を通じてより専門

性を高めるとともに資質向上につなげます。

また、「共育（ともそだ）て」の重要性につい

て共有を図り、実践につなげます。 

保育課 

2-2-4 

3-2-13 

（再掲） 

公立保育園の公開保

育 

保育士を対象に保育を公開し、専門性を高め

るとともに保育士が互いの資質向上につなげ

る機会にします。 

保育課 

2-2-5 

3-2-14 

（再掲） 

保育士・幼稚園教諭

等の合同研修 

幅広い分野での経験や知識の交換や研修を通

じて交流を深め、より専門性を高めるととも

に資質向上につなげます。 

保育課 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

2-2-6 

3-2-15 

（再掲） 

エピペン研修会 毎年、医師を講師とし、研修会を実施します。

ロールプレイングで実際にエピペントレーナ

ーを使用し、緊急時のシミュレーションを行

います。 

保育課 
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保育施設の整備 

2-2-7 

3-2-16 

（再掲） 

保育施設の整備 
※「公共施設等総合管理

計画」の「個別施設計

画」に基づくもの 

保育環境を整えるため、エアコンや非常通報

装置などの設備の更新、衛生面を考慮した給

食室の改修やトイレ環境の整備、大規模改修

工事等を行います。 

保育課 

 

きめ細かな対応の充実 

2-2-8 

3-2-17 

（再掲） 

午睡時の健康チェッ

ク 

睡眠時マニュアルを整備します。０歳児５分

ごと、１歳児 10 分ごと、２歳児 10 分ごとに

午睡時健康チェック表を用いて管理します。

０歳児に午睡センサーを導入し、チェックを

実施します。 

保育課 

2-2-9 

3-2-18 

（再掲） 

アレルギー懇談会の

開催 

食物アレルギー児の保護者、園長、保育士、

調理員等で毎月懇談会を実施します。献立表

を基に、除去対応が必要な食品を確認します。 

保育課 

2-2-10 

3-2-19 

（再掲） 

アレルギーに対応し

た給食の提供 

医師による食物アレルギーの診断、除去の指

示がある食品について、可能な範囲で除去食

等の対応をします。 

保育課 

2-2-11 

3-2-20 

（再掲） 

事故検証委員会の開

催 

第三者委員（医師、弁護士、学識経験者等）と

保育所安全検討会委員が参加し、年２回定時

開催します。 

保育課 

 

保育人材の確保 

2-2-12 

3-2-21 

（再掲） 

保育士確保のための

取組 

保育士を確保するため、大学等の就職説明会

への出展、インターンシップや保育実習によ

る職場体験、民間保育園就職フェアの開催等

を行います。 

保育課 

2-2-13 

3-2-22 

（再掲） 

就労継続支援のため

の補助制度 

就労継続支援として宿舎借り上げ支援事業を

行います。 

保育課 
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（３）豊かな学びの支援 

本市では、「第２次瀬戸市教育アクションプラン」において「自ら考え、学び、生き抜く力」の

育成を実現するため、「自立」、「協働」、「創造」、「共生」、「挑戦」の５つの基本的方向性を掲げて

います。 

義務教育９年間を見通した小中一貫教育を通じて、個別最適な学びと協働的な学びの一体化を

図りながら、児童生徒の「協働型課題解決能力の育成」と「郷土愛の醸成」に力を入れています。 

また、子どもたちが安全・安心に学校で学ぶことができるよう、学校施設の長寿命化を含めた

計画的保全や、多様な個性やニーズに応じた教育を推進するため、支援を必要とする子どものた

めの環境整備を行います。 

さらに、地域と学校が、学校教育目標を共有し、連携・協働をすることで、教育目標達成を目

指す、「地域とともにある学校づくり」に取り組みます。 

 

学校教育の充実 

2-3-1 学校教育の充実 「自ら考え、学び、生き抜く力」を育成する

ため、教育アクションプランに基づき、学校

教育の充実を図ります。 

教育政策課 

学校教育課 

2-3-2 小中一貫教育の推進 義務教育９年間を見通したより良い教育環境

を整備し、「協働型課題解決能力の育成」、「郷

土愛の醸成」に取り組みます。 

教育政策課 

学校教育課 

2-3-3 多様な個性やニーズ

に応じた教育の推進 

子どもの特性に合わせた合理的配慮や日本語

指導を必要とする子どもたちへの支援を行い

ます。 

教育政策課 

学校教育課 

社会福祉課 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

 

地域と連携した学校運営の推進 

2-3-4 コミュニティ・スク

ールの推進 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制

度と地域学校協働本部）とすることで、義務

教育の９年間を通じた学校が学校教育目標を

共有し、連携協働することで地域・社会全体

で子どもを育てる意識を高めます。 

学校教育課 
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子どもの悩みや不安に寄り添う相談支援の実施 

2-3-5 各種相談（サンテレ

フォン、せと“ここ”

ほっとルーム、オア

シス 21）支援の実施 

学習や進学、不登校、友人関係等、学校生活

にかかわる相談、子どもや家庭の困難への対

応、予防、早期発見に努めます。 

学校教育課 

2-3-6 スクールカウンセラ

ーによる支援 

児童生徒が悩みや不安について相談すること

ができ、悩みなどが軽減解消に向かうように

スクールカウンセラーを配置し、相談しやす

い環境を整備します。 

学校教育課 

2-3-7 スクールソーシャル

ワーカーによる支援 

児童生徒、保護者及び関係機関とのネットワ

ーク構築、子どもや家庭が抱える生活課題を

解決・改善するため、教育委員会にスクール

ソーシャルワーカーを配置します。 

学校教育課 

2-3-8 さくらんぼ相談 児童生徒の発達に応じた生活や学習支援、就

学支援を行います。 

学校教育課 

 

インターネット普及への対応 

2-3-9 

3-1-15 

（再掲） 

ネットリテラシー等

講座の実施 

子ども・若者がネット上の情報を鵜呑みにす

るのではなく、その信頼性を自ら判断し、適

切に情報を発信できる能力を身に付けること

を目的として、児童の学習、教職員の研修、

保護者への情報モラルに関する啓発を進めま

す。 

学校教育課 
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（４）放課後対策 

放課後において、小学生が安全・安心に過ごすことができる適切な遊びと生活の場として、放

課後児童クラブを実施し、利用人数に応じた施設、設備を整備します。また、スタッフの資質の

向上に向けて研修を実施する等、質の確保を図ります。 

さらに、地域の協力を得ながら、放課後における子どもの多様な体験の場として、放課後学級

の実施も推進します。 

 

放課後児童クラブの推進 

2-4-1 放課後児童クラブ 待機児童が発生しないように、新設・施設の

整備により定員の拡充等を進めます。 

また、設備及び運営に関する基準が遵守され

ていることを監督し、事業の適正な水準の維

持かつ事業者の意識向上につなげます。児童

が心身共に健やかに育成されるよう、質の向

上についての監査も行います。 

こども未来課 

2-4-2 放課後児童クラブの

祝日の開設 

祝日の利用ニーズに合わせて、放課後児童ク

ラブを祝日にも開所します。 

こども未来課 

2-4-3 放課後児童クラブと

放課後学級との校内

交流型又は連携型に

よる実施 

小学校内における放課後児童クラブと放課後

学級との校内交流型又は連携型による実施を

推進します。 

こども未来課 

教育政策課 

2-4-4 放課後児童クラブ支

援員の処遇改善 

処遇改善を行う事業者に対し補助を行い、支

援員の確保・定着を図ります。 

こども未来課 

2-4-5 キャリアアップ研修

の推進 

放課後児童クラブで子どもにかかわる人材の

資質向上のため、キャリアアップ研修の周知

徹底を図るとともに、積極的に受講を促しま

す。 

こども未来課 

 

地域との協働による放課後学級の運営 

2-4-6 放課後学級の運営 市内全小学校で利用可能となったため、今後

も運営を継続するとともに、利用者が多い学

校について受入人数の増加策を検討します。 

こども未来課 

2-4-7 地域住民等の参画に

よる体験プログラム

の充実 

地域住民等の協力を得て、子どもに様々な体

験プログラムやスポーツ体験などが提供でき

るよう地域と事業者をつなぎます。 

こども未来課 

2-4-8 移動児童館とのコラ

ボレ－ション 

児童館が各小学校を回り開催する「移動児童

館」と放課後学級との協力を進め、児童館が

行う遊びのプログラムの習得などを目的とし

ます。 

こども未来課 
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（５）子どもの居場所の確保 

小学生だけでなく、中学生、高校生世代を含め、子どもが、安心して過ごすことができ、エン

パワーされるとともに、その成長段階に応じて、様々なことにチャレンジすることができる居場

所を提供します。 

 

児童館事業の推進 

2-5-1 

2-6-1

（再掲） 

児童館事業の推進 卓球あそび、工作、木工、料理、科学、俳句、

折り紙、編み物教室など、小・中学生対象の

講座を開催し、子どもの成長段階に応じて、

チャレンジできるような学びや体験の機会を

提供します。 

また、困難を有する子ども・若者やその家庭

への支援を行うとともに、自習室設置、学習

支援など中学生・高校生世代の居場所として

の役割を強化します。高校生を講師に迎え、

様々な学びの機会を提供します。高校生・大

学生が主体となって考えた企画をサポートし

ます。高校生・大学生がボランティアとして

イベントに参加し、乳幼児や小学生とふれあ

い、かかわり方を学ぶ機会を提供します。 

交通児童遊園 

せとっ子ファミ

リー交流館 

プレイルーム 

2-5-2 

2-6-2 

（再掲） 

移動児童館の実施 小学校の体育館を利用して、年齢の異なる子

どもたちが遊びで交流できる機会を提供しま

す。 

交通児童遊園 

せとっ子ファミ

リー交流館 

 

様々な子どもの居場所 

2-5-3 地域における子ども

の居場所づくり支援 

地域交流センターや公民館等を活用した子ど

も向けの講座の開催や、フリースペースを利

用した居場所づくりを支援します。 

コミュニティ推

進課 

2-5-4 子どもの居場所とし

ての図書館 

本や雑誌の閲覧、グループで勉強するだけで

なく、何も用事がなくても立ち寄れるサード

プレイスとして、子どもに居場所を提供しま

す。 

図書館 

2-5-5 子どもの居場所づく

り推進 

子どもが安心して主体的に過ごし、将来の自

立につながる力を身に付けるための場所とし

て、生活習慣の形成や学習のサポート、進路

等の相談支援、食事の提供、子どもや家庭の

状況により、関係機関へのつなぎを行う等、

包括的な支援を行います。 

学校教育課 
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（６）子どもの豊かな体験の支援 

子どもの成長には、学校等での学びだけでなく、子どもの興味や関心に基づき、様々な体験を

通して、様々な人と交流し、自己肯定感や達成感等を得ることも大切です。今後も子どもの成育

状況にかかわらず、様々な体験をすることができるように取り組んでいきます。 

異年齢の子どもが、地域で子どもが活動する機会である子ども会の活動を支援していきます。

また、子どもの様々な活動をより多くの子どもや市民に知ってもらうために、発表の場を確保し

ます。 

さらに、子どもや若者が将来にわたって自立して生活をするために、地域の仕事や働き方等を

知るキャリア教育や若者の就業促進を行います。 

 

児童館事業における多様な体験の推進 

2-6-1 

2-5-1

（再掲） 

児童館における多様

な体験の推進 

卓球あそび、工作、木工、料理、科学、俳句、

折り紙、編み物教室など、小・中学生対象の

講座を開催し、子どもの成長段階に応じて、

チャレンジできるような学びや体験の機会を

提供します。 

また、困難を有する子ども・若者やその家庭

への支援を行うとともに、自習室設置、学習

支援など中学生・高校生世代の居場所として

の役割を強化します。高校生を講師に迎え、

様々な学びの機会を提供します。高校生・大

学生が主体となって考えた企画をサポートし

ます。高校生・大学生がボランティアとして

イベントに参加し、乳幼児や小学生とふれあ

い、かかわり方を学ぶ機会を提供します。 

交通児童遊園 

せとっ子ファミ

リー交流館 

プレイルーム 

2-6-2 

2-5-2

（再掲） 

移動児童館の実施 小学校の体育館を利用して、年齢の異なる子

どもたちが遊びで交流できる機会を提供しま

す。 

交通児童遊園 

せとっ子ファミ

リー交流館 

 

非認知能力を育むためのプログラムの実施 

2-6-3 子どもの非認知能力

を育むためのプログ

ラムの実施 

子どもの自己肯定感を育む機会につなげるた

め、保育園在園中から小学校まで連携し、「命

の学習」「食育」「運動促進」等のプログラム

を普及促進します。 

保育課 

学校教育課 

2-6-4 主体的・対話的な深

い学びの実施 

遊び、生活の中で子どもが主体的・対話的に

深い学びを積み重ねることができるプログラ

ムを促進します。 

保育課 
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読書活動の推進 

2-6-5 

3-1-21

（再掲） 

ブックスタート事業

の実施 

６か月児健康相談の際に、子どもの成長や発

達を促し、親子の絆を深めることを目的に、

絵本をひらく楽しい「体験」とメッセージを

添えて「絵本」を手渡す事業です。 

赤ちゃんと保護者が絵本を通して楽しい時間

を分かち合うことを応援します。 

こども若者家庭

センター 

図書館 

 

子ども会活動 

2-6-6 子ども会活動の支援 様々な体験を重ねながら、困難な課題であっ

ても自ら乗り越える力を身に付け、市内全域

で子どもの体験活動を指導するジュニアリー

ダー育成事業を始め、自然体験を中心とした

親子体験活動の機会を設け、子どものチャレ

ンジや異年齢交流などを支援します。 

こども未来課 

2-6-7 瀬戸市地域子ども会

活動助成 

子どもの体験活動をより一層推進するため、

市内子ども会の運営に係る費用を補助し、子

ども会の活動を応援します。 

こども未来課 

 

地域における多様な体験プログラムの推進 

2-6-8 環境教育・環境学習

の推進 

「せと環境塾」による環境学習講座を定期的

に実施するとともに、多様な主体との連携・

協働による環境講座を実施し、環境教育・環

境学習の充実を図ります。 

環境課 

2-6-9 農業体験事業及び地

産地消への理解促進 

学校や保育園と連携し、瀬戸地域アグリカル

チャー推進協議会や地元団体と協力して農業

体験学習や地元産農畜産物の給食への提供を

実施し、本市の「食」「農」を身近に感じ、愛

着を深めることで、食を通じて豊かな心を育

みます。 

農林課 

2-6-10 瀬戸の食文化への愛

着の醸成 

給食において使用する食器は、全て本市産の

強化磁器を使用し、保育園・小中学校給食に

おける瀬戸らしい食文化への愛着の醸成のた

めの取組を行います。 

保育課 

学校教育課 

2-6-11 文化体験講座 瀬戸市文化協会員を講師とし、初心者の児童

等を対象とした文化体験講座を開催します。 

文化課 

2-6-12 こども将棋大会 瀬戸における将棋文化の振興に寄与すること

を目的に、未来を担う子どもたちを対象とす

る将棋大会を開催します。 

文化課 

2-6-13 スポーツ教室 幼児体力づくり教室や親子リズム運動教室を

はじめ、乳幼児期からの健やかな心身の発達

に向けた教室を実施します。また、スポーツ

競技ごとの教室も年間を通じて開催します。 

スポーツ課 

2-6-14 市民スポーツデー スポーツの日（10 月第２月曜日）に開催しま

す。瀬戸市スポーツ協会加盟団体やプロスポ

ーツ球団の協力により、未就学児から誰でも

スポーツ課 
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参加できる様々なスポーツの一日体験会を実

施します。 

2-6-15 地域総合型スポーツ

クラブ 

クラブ独自の特色ある運営により、様々なス

ポーツ・レクリエーション競技の教室・講習

会を開催し、体を動かすことの楽しさを体感

できる場を提供します。 

スポーツ課 

2-6-16 スポーツ大会開催 競技スポーツへの関心を高め、競技スポーツ

の裾野を広げるために瀬戸市スポーツ協会主

管による多くの大会を実施しています。なお、

中央大会につながる予選会も併せて実施する

など競技レベルの向上も図ります。 

スポーツ課 

2-6-17 瀬戸地方近郊駅伝競

走大会・小学生駅伝

大会 

昭和 27 年に始まった近郊駅伝競走大会は、毎

年 12 月に開催しており、最近は、パルティせ

とをスタート・ゴールとして実施しています。

また、小学生駅伝は中心市街地を周回するコ

ースとなり多くの参加チームが出場します。 

スポーツ課 

2-6-18 スポーツ、健康づく

りの場の提供 

市民公園内体育館、野球場、陸上競技場、テ

ニスコートをはじめとした市内スポーツ施設

を整備し、心身の発達、健康体力の向上を図

ることができる場を提供します。 

スポーツ課 

2-6-19 学校体育施設スポー

ツ開放 

市内小学校体育館、運動場や中学校体育館、

運動場、柔剣道場を学校教育活動に支障のな

い範囲で活用し、地域の方々が身近な場所で

気軽にスポーツを楽しむ場所を提供します。 

スポーツ課 

2-6-20 せとジュニアスポー

ツ団体応援補助金 

小中学生を対象に設立・運営されている市民

スポーツ団体の自立と成長を促し、子どもの

競技力向上とその未来を応援することを目的

とし、せとジュニアスポーツ団体応援補助金

を交付するなどして、スポーツ団体の活動を

支援します。また、若年層が気軽にスポーツ

に取り組める環境を整備します。 

スポーツ課 

2-6-21 スポーツ・文化活動

全国大会等出場奨励

補助金 

本市のスポーツ・文化及び芸術の振興を図り、

健全で活力あふれるまちづくりを推進するた

め、児童・生徒・学生がその活動において、予

選会等を経て全国大会に出場する際に今後の

活躍を期待し、奨励補助金を支給します。 

スポーツ課 

2-6-22 瀬戸市スポーツ功労

等顕彰表彰 

スポーツの分野において、特に功績顕著な者

に対して「スポーツ功労大賞」「スポーツ功労

賞」「スポーツ奨励賞」を授与し、本市のスポ

ーツ振興を図ります。 

スポーツ課 

2-6-23 次世代クリエーター

育成 

才能ある子どもの発掘と育成、本市における

新たな産業の創出に向けて、デジタルコンテ

ンツの制作を通じて、ものづくりの面白さを

体験する「Seto CG Kid’s Program」のほか、

小学生向けプログラミング講座等を実施しま

す。 

情報政策課 
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2-6-24 愛・地球博開催継承

事業瀬戸蔵ロボット

アカデミー 

愛・地球博開催継承事業として、瀬戸蔵ロボ

ットアカデミーを開催し、未来を担う子ども

にロボットを通じて、ものづくりの喜び、チ

ャレンジすることの楽しさを伝える機会を創

出します。 

また、３年に一度、「瀬戸蔵ロボット博」を開

催し、大学や研究機関、企業が取り組んでい

る最新ロボットの展示・実演や最新技術の紹

介を通じて、子どもたちが夢を抱き、未来を

切り拓く力を養います。 

商工観光課 

2-6-25 子ども向け体験学習

講座 

里山の森を探検し、自然について学ぶ講座（サ

マーキャンプ）や性別にかかわらない進路選

択・キャリア形成を支援する講座（「集まれ、

サイエンスガール！」）等を開催します。 

コミュニティ推

進課 

2-6-26 高校生ビブリオバト

ル 

発表者（高校生）がそれぞれ読んで面白いと

思った本を持ち寄り、その本の面白さについ

て順番に５分程度で紹介し、どの本が一番読

みたくなったかを参加者の多数決で決めるイ

ベントです。中学生・高校生の読書への関心

を深め、読書を通じた地域住民と高校生の交

流の場を創出します。 

図書館 

2-6-27 まるっとせとっ子フ

ェスタ 

書写展、図工美術展、理科の自由研究作品展、

や「Seto English Day」など、子どもに自分

の夢や思いを表現する場を創出し、保護者や

市民との交流を通じてつながりと信頼が深ま

ることを願い、毎年 11 月に実施します。 

学校教育課 

 

キャリア形成 

2-6-28 キャリア教育の推進 全中学校では「職場体験活動」をキャリア教

育の一環に取り入れ、商工会議所等と連携し、

自分の住む地域の事業所で体験活動を行うこ

とにより、自分の進路を考えるとともに地域

とのつながりを実感する機会となっていま

す。郷土学習やキャリア教育を通じて、自分

の夢を持ち、大人になった時に瀬戸で活躍で

きるような教育を推進します。 

学校教育課 

2-6-29 若者等の就業促進 商工会議所及びハローワークと連携して、就

職フェアや就職面接会等を開催します。また、

企業ガイドブックの配布や企業見学バスツア

ー等を実施するなど、地元企業への理解を深

める機会を設け、地元企業への就業促進に取

り組みます。 

商工観光課 

 

  



40 

（７）希望する人が子どもを持てる基盤づくり 

将来の少子化対策として、子どもや若者が乳幼児とふれあい、育児のすばらしさを学び、将来

子どもを持ちたいと思えるように体験、交流の機会を設けます。 

また、子どもを持ちたいと思う人が、望むように妊娠や出産できるように支援します。 

 

次世代を育む親となるための取組 

2-7-1 児童館による職場体

験、インターンシッ

プ、ボランティア等

の実施 

職場体験、インターンシップ、ボランティア

を積極的に受け入れたり、高校生等が乳幼児

や小学生向けに教室の講師を務めるなど、高

校生等が主体の企画を支援します。また、イ

ベント活動を通じて中学生や高校生・若者が、

乳幼児や小学生と実際にふれあうことで、自

らの成長につながる機会を創出します。 

交通児童遊園 

せとっ子ファミ

リー交流館 

2-7-2 小中学生の保育体験

の実施 

小・中学校で保育体験を行うことで、育児の

すばらしさ、大切さ等を学び、育児参画の意

識を高めます。 

保育課 

学校教育課 

2-7-3 中学生の保育実習 中学３年生が事前に準備したおもちゃ等を各

地域の保育園の園児に披露し、一緒に遊び、

ふれあう体験を通じて、育児のすばらしさを

学び、これからの生活に結び付けて考えられ

るようにします。 

保育課 

学校教育課 

 

希望する人が子どもを持てる支援 

2-7-4 不育症治療費助成金 不育症とは、妊娠はするものの、流産や死産

を繰り返すことをいいます。不育症治療に要

する費用の一部を助成します。 

こども若者家庭

センター 
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基本目標 

３ 子育て家庭への支援 

       

 

（１）子育て支援の充実 

妊娠から出産、子育てに至るまで、母子が心身共に健やかでいられるように、母子保健をはじ

め、子育てに関する様々な支援を行います。 

妊娠、出産、子育てに関する正しい知識や理解が持てるよう、母親だけでなく、父親も対象に、

各種講座や教室の開催、健診時の相談支援等により、啓発を推進します。 

また、妊娠、出産、子育てについて、不安な気持ちを抱える人を早期に発見し、関係機関と連

携しながら支援を行っていきます。 

 

母子保健の推進 

3-1-1 母子健康手帳交付・

妊婦相談の実施 

医療機関などで妊娠がわかった方へ母子健康

手帳の交付をします。母子健康手帳は妊娠中

の体の変化や出産の様子、子どもの健診結果

と予防接種の記録を記入する大切な成長記録

です。 

また、交付の際には、保健師が制度の紹介や

妊娠中の生活について個別相談を行い、妊娠

期から子育てに至るまでの伴走的な支援を行

います。 

こども若者家庭

センター 

3-1-2 ハローベビー講座の

実施 

妊娠中の過ごし方や食事について、制度の紹

介、母子健康手帳の使い方などを伝え、安心

して妊娠期が過ごせるよう支援します。 

こども若者家庭

センター 

3-1-3 プレパパママ教室の

実施 

妊婦とその配偶者へ妊娠・分娩・育児に関す

る適切な情報や助言をし、赤ちゃんを迎え入

れる準備をするための教室を行います。 

こども若者家庭

センター 

3-1-4 妊産婦・乳児健康診

査 

妊産婦・乳児の健康保持・増進及び異常の早

期発見・早期治療のため、母子健康手帳交付

時に、妊産婦・乳児健康診査の受診票を発行

します。 

こども若者家庭

センター 

3-1-5 子育て世帯訪問支援

事業の実施 

家事・育児等に対して不安や負担を抱える妊

産婦や乳児の保護者の方の自宅に、訪問支援

員が訪問し、家事・育児等の支援をします。 

こども若者家庭

センター 

3-1-6 こんにちは赤ちゃん

訪問（乳児家庭全戸

訪問）事業の実施 

おおむね生後２～４か月の乳児と産婦に家庭

訪問を実施し、母子の健康状態の確認と育児

相談等を行います。 

こども若者家庭

センター 
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3-1-7 

4-2-5 

（再掲） 

養育支援訪問事業の

実施 

乳児家庭全戸訪問事業や妊婦相談、各種健康

診査、養護相談等を通じ、養育支援が必要で

あると判断した家庭などに対して、保健師・

看護師や保育士等が訪問し、養育に関する専

門的な指導や助言・相談を行います。 

こども若者家庭

センター 

3-1-8 

2-1-1 

（再掲） 

乳幼児健康相談の実

施 

毎月１回、乳幼児とその保護者に対し、身体

計測、育児相談等の機会を提供します。 

こども若者家庭

センター 

3-1-9 産後ママのセルフケ

アサロン 

生後４～７か月の乳児とその母親が、軽運動

やコミュニケーションワークを通して、産後

の心と体を整える教室を毎月１回開催しま

す。 

こども若者家庭

センター 

3-1-10 離乳食教室 離乳食の開始時期に備え、離乳食の簡単な調

理実習と試食、離乳食の進め方や保存方法等

の講話を行います。 

こども若者家庭

センター 

3-1-11 幼児教室 保護者（養育者）と子どもが教室で一緒に遊

びを体験する中で、保護者（養育者）が子ど

もの求めに応じてかかわることの大切さを知

り、子どもの動きに沿った適切な対応ができ

るよう子どもへのかかわり方を学びます。ま

た、保護者（養育者）同士が悩みや情報を共

有し、交流できる場とします。さらに、子ど

もの健全な発達を促し、必要に応じて他機関

へ支援をつなげます。 

こども若者家庭

センター 

 

子育てに関する正しい知識の理解促進 

3-1-12 育児講座 育児講座を通じて、子どもとのかかわりを学

ぶ機会を作ります。 

せとっ子ファミ

リー交流館 

プレイルーム 

図書館 

3-1-13 子どもの非認知能力

を育む子育てを習得

するための保護者向

けプログラムの実施 

子どもと保護者向けの読み聞かせ、子育て談

笑等の学びの場を保護者に提供します。 

交通児童遊園 

せとっ子ファミ

リー交流館 

プレイルーム 

図書館 

3-1-14 

4-4-3 

（再掲） 

親子支援プログラム

の実施 

子どもの発達の理解を深め、子どもとのかか

わり方を学ぶ場の提供、本市の支援体制や福

祉サービスの情報提供、保護者同士のかかわ

りの場としての講座等を開催します。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

3-1-15 

2-3-9 

（再掲） 

ネットリテラシー等

講座の実施 

子ども・若者がネット上の情報を鵜呑みにす

るのではなく、その信頼性を自ら判断し、適

切に情報を発信できる能力を身に付けること

を目的として、児童の学習、教職員の研修、

保護者への情報モラルに関する啓発を進めま

す。 

学校教育課 
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父親の育児支援 

3-1-16 父親参加育児講座の

開催 

父親の積極的な育児参加を促すため、子ども

とのかかわり方や子どもと遊ぶことの楽しさ

を体験する機会として、父親が参加しやすい

土・日に講座等を行います。 

せとっ子ファミ

リー交流館 

3-1-17 子育てパパのキャン

プ教室の開催 

父と子（家族）が共に楽しんで参加する活動

の場を提供し、親子のふれあいやコミュニケ

ーションを深めます。 

コミュニティ推

進課 

 

育児相談 

3-1-18 育児相談 交通児童遊園、せとっ子ファミリー交流館、

プレイルーム、保育園、幼稚園、発達支援室

など身近な場所で、保育士などが子育てに関

する相談をお受けします。 

交通児童遊園 

せとっ子ファミ

リー交流館 

プレイルーム 

保育課 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

 

子育て支援の充実 

3-1-19 ファミリーサポート

センター 

子育てのお手伝いをしてほしい方（依頼会員）

と、子育てのお手伝いをしたい方（援助会員）

が会員となり、お互いに助け合う会員組織で

す。会員の募集、登録、相互援助活動の調整、

会員の講習会開催などを行います。子どもや

援助者の安全・安心のため、交通児童遊園・

せとっ子ファミリー交流館・プレイルームで

の援助活動を推進します。 

せとっ子ファミ

リー交流館 

3-1-20 こども誰でも通園制

度 

満３歳未満で保育所等に通っていない子ども

を対象に、月一定時間までの利用可能枠の中

で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利

用できる新たな通園給付が可能となる場所を

設けます。 

保育課 

 

読書活動の推進 

3-1-21 

2-6-5

（再掲） 

ブックスタート事業

の実施 

６か月児健康相談の際に、子どもの成長や発

達を促し、親子の絆を深めることを目的に、

絵本をひらく楽しい「体験」とメッセージを

添えて「絵本」を手渡す事業です。 

赤ちゃんと保護者が絵本を通して楽しい時間

を分かち合うことを応援します。 

こども若者家庭

センター 

図書館 
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（２）保育の充実 

働く保護者を支援するため、本市では、公立、民間の保育園で保育を実施しています。 

延長保育、日曜日や祝日にも開園する休日保育、障害児を対象とする障害児保育、一時預かり

保育や緊急時一時保育、病児保育等、多様な保育を提供し、子育て家庭の支援を行っています。 

 

保育内容の充実 

3-2-1 利用定員の拡充 待機児童が発生しないように、定員拡充を検

討します。 

保育課 

3-2-2 障害児保育 保育体制を整え、障害児保育を実施します。 保育課 

3-2-3 休日保育 日曜日・祝日に保育を実施します 保育課 

3-2-4 延長保育 11 時間を超える延長保育を実施します。 保育課 

3-2-5 緊急一時保育 保護者又はその家族の病気等突発的な理由

で、緊急かつ一時的に家庭での保育が困難と

なる児童を保育します。 

保育課 

3-2-6 一時預かり保育 理由を問わず、一時的に児童を保育します。 保育課 

3-2-7 幼稚園の預かり保育 幼稚園教育開始前、修了後、長期休業期間に

預かり保育を実施します。 

保育課 

3-2-8 病児保育 病気のため集団保育ができない子どもを預か

ります。市民が安心して利用できるよう、公

立陶生病院の全面的な協力を得て体制を抜本

的に強化し、病児保育事業として公立陶生病

院敷地内で実施します。 

こども未来課 

3-2-9 子育て総合支援セン

ターによる情報提供 

民間事業者も含めて一時的な保育のできる施

設について、利用したい方に情報提供します。 

こども未来課子

育て総合支援セ

ンター 

3-2-10 

2-2-1 

（再掲） 

「生命の保持及び情

緒の安定」及び「養護

と教育の一体性」の

実践 

保育士が養護的な働きかけや環境を作ること

により、園児の「生命の保持及び情緒の安定」

を図ります。また、養護と教育の一体性を強

く意識したうえで実践を行います。 

保育課 

3-2-11 

2-2-2 

（再掲） 

幼児教育及び保育と

小学校との連携 

幼児教育及び保育と小学校教育との連携を図

り、切れ目のない支援をします。 

保育課 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

学校教育課 

 

保育士の資質の向上 

3-2-12 

2-2-3 

（再掲） 

保育士研修の推進 職務経験別研修や専門研修を通じてより専門

性を高めるとともに資質向上につなげます。

また、「共育（ともそだ）て」の重要性につい

て共有を図り、実践につなげます。 

保育課 
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3-2-13 

2-2-4 

（再掲） 

公立保育園の公開保

育 

保育士を対象に保育を公開し、専門性を高め

るとともに保育士が互いの資質向上につなげ

る機会にします。 

保育課 

3-2-14 

2-2-5 

（再掲） 

保育士・幼稚園教諭

等の合同研修 

幅広い分野での経験や知識の交換や研修を通

じて交流を深め、より専門性を高めるととも

に資質向上につなげます。 

保育課 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

3-2-15 

2-2-6 

（再掲） 

エピペン研修会 毎年、医師を講師とし、研修会を実施します。

ロールプレイングで実際にエピペントレーナ

ーを使用し、緊急時のシミュレーションを行

います。 

保育課 

 

保育施設の整備 

3-2-16 

2-2-7 

（再掲） 

保育施設の整備 
※「公共施設等総合管理

計画」の「個別施設計

画」に基づくもの 

保育環境を整えるため、エアコンや非常通報

装置などの設備の更新、衛生面を考慮した給

食室の改修やトイレ環境の整備、大規模改修

工事等を行います。 

保育課 

 

きめ細かな対応の充実 

3-2-17 

2-2-8 

（再掲） 

午睡時の健康チェッ

ク 

睡眠時マニュアルを整備します。０歳児５分

ごと、１歳児 10 分ごと、２歳児 10 分ごとに

午睡時健康チェック表を用いて管理します。

０歳児に午睡センサーを導入し、チェックを

実施します。 

保育課 

3-2-18 

2-2-9 

（再掲） 

アレルギー懇談会の

開催 

食物アレルギー児の保護者、園長、保育士、

調理員等で毎月懇談会を実施します。献立表

を基に、除去対応が必要な食品を確認します。 

保育課 

3-2-19 

2-2-10 

（再掲） 

アレルギーに対応し

た給食の提供 

医師による食物アレルギーの診断、除去の指

示がある食品について、可能な範囲で除去食

等の対応をします。 

保育課 

3-2-20 

2-2-11 

（再掲） 

事故検証委員会の開

催 

第三者委員（医師、弁護士、学識経験者等）と

保育所安全検討会委員が参加し、年２回定時

開催します。 

保育課 

 

保育人材の確保 

3-2-21 

2-2-12 

（再掲） 

保育士確保のための

取組 

保育士を確保するため、大学等の就職説明会

への出展、インターンシップや保育実習によ

る職場体験、民間保育園就職フェアの開催等

を行います。 

保育課 

3-2-22 

2-2-13 

（再掲） 

就労継続支援のため

の補助制度 

就労継続支援として宿舎借り上げ支援事業を

行います。 
保育課 
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（３）経済的負担の軽減 

子育て家庭に係る経済的負担を軽減し、地域で安心して子育てできるように支援します。 

 

経済的負担の軽減 

3-3-1 子ども医療費助成 高校生世代（18 歳到達年度末）までの子ども

が医療機関等で受診した時の保険診療分の自

己負担額を助成します。 

国保年金課 

3-3-2 出産育児一時金（国

民健康保険加入者）

の支給 

国民健康保険の加入者が出産したとき、出産

育児一時金を支給します。 

国保年金課 

3-3-3 養育医療の給付 身体の発達が未熟なまま生まれ、入院を必要

とする未熟児に対して、その治療に必要な医

療費を負担します。 

国保年金課 

3-3-4 子育て家庭優待事業

の実施 

「子育てにあたたかい愛知」の実現に向けて、

毎月 19 日を「子育て応援の日（はぐみんデ

ー）」とし、社会全体で子育てを応援する県民

運動に取り組みます。また、妊娠中の方から

子育て中の方に「はぐみんカード（子育て家

庭優待カード）」を発行し、県内の優待ショッ

プや施設でショップ独自の割引やサービスな

ど様々な特典が受けられるよう、協賛店舗の

募集や市民への周知などを行い、子育て家庭

優待事業を展開します。 

こども未来課 

3-3-5 妊婦のための支援給

付・妊婦等包括相談

支援事業の実施 

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子

育てができるように、面談等を通じて身近に

相談に応じる「伴走型相談支援」を行うとと

もに、出産・育児にかかわる経済的負担の軽

減を図るため、「経済的支援（妊婦のための支

援給付金）」を一体的に実施します。 

こども若者家庭

センター 

3-3-6 自転車乗車用ヘルメ

ット着用促進補助金 

自転車乗車時のヘルメットの着用を促進し、

交通事故時の被害を軽減するため、児童生徒

や高齢者等に対し、ヘルメットの購入費用の

一部を補助します。 

防災安全課 
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（４）地域の子育て支援 

子どもは、家族だけではなく周囲の様々な人と交流することで、豊かな経験を積みながら育つ

ことができます。 

保護者も、身近な地域で同じような立場の人と交流することで、不安などが解消されることも

あります。 

地域にいる子どもやその家族と交流や見守りを図りながら、地域全体で子どもの育ちと子育て

家庭を支援します。 

 

交流による子育て 

3-4-1 乳幼児と保護者が地

域で集まる場所と仲

間づくり 

乳幼児と保護者が集まる場（地域子育てサロ

ン・育児サロン）を地域に設け、仲間づくり

や学びの機会を提供するとともに、地域の子

育て支援関係者とつながり、ともに子どもの

成長を見守ります。 

交通児童遊園、せとっ子ファミリー交流館、

プレイルームでは常設の育児サロンを設ける

とともに、育児に関する相談に応じます。 

コミュニティ推

進課 

交通児童遊園 

せとっ子ファミ

リー交流館 

プレイルーム 

3-4-2 育児サークル支援 乳幼児を子育て中の保護者同士でサークルを

作り、一緒に遊んだり育児の悩みを相談でき

る仲間作りをします。自立に向けて３年間は

職員が遊びの支援をします。４年目以降は自

立して活動します。 

せとっ子ファミ

リー交流館 

3-4-3 公立保育園での地域

の子育て支援 

保育園に通っていない家庭向けに、民生委員

児童委員と連携し、異年齢交流（園児との交

流）、育児サロン（未就園児と保護者で参加す

る遊び場、主に保育士が遊びの指導や相談を

実施）、園庭開放（保育園の園庭での遊び）等

を行います。 

保育課 

3-4-4 異年齢交流事業の実

施 

入園前の乳幼児とその保護者を対象に、保育

園児との交流を通じて、遊びの楽しさを知っ

たり、子どもへの接し方を学ぶ場を提供しま

す。 

保育課 

3-4-5 地域交流事業の実施 商店街などと一緒にイベントを行い、地域の

方と交流することによって地域が活性化し、

また、多世代とかかわることで子どもが多く

のことを学ぶ機会とします。 

せとっ子ファミ

リー交流館 
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地域での安全・安心な子育て支援 

3-4-6 交通安全運動・教室

の開催 

交通安全運動による啓発活動やシートベルト

及びチャイルドシートの正しい着用に関する

普及啓発など、子どもの交通安全対策を推進

します。 

自転車に乗りながら、自転車の交通ルールを

学びます。交通ルールの学びを通じて、命の

尊さを伝えます。 

防災安全課 

交通児童遊園 

3-4-7 バスの乗り方教室 子どものバスに対する関心や愛着形成を促進

するとともに、安全にバスを利用することが

できるようにします。 

都市計画課 

3-4-8 自主防犯活動の実施 学校関係者、地域住民、防犯ボランティア団

体が協働して行う通学路のパトロールなど、

自主防犯活動を支援します。 

コミュニティ推

進課 

3-4-9 災害時要配慮者支援

体制の整備 

関係機関等との相互の連携を推進し、福祉避

難所に加え、ホテル等を利用することにより

要配慮者の避難体制を強化するなど、支援体

制づくりを推進します。 

防災安全課 

3-4-10 学校での防災教育 学校との連携にて、防災学習、防災キャンプ

等を通じて、防災意識の向上を推進します。 

防災安全課 

3-4-11 火に関する教育・防

火意識の向上を目的

としたイベント・行

事の開催 

「防火防災アカデミー」、「防火教室」、「庁舎

見学」、「防火作品コンクール」、「消防学校一

日入校」などを通して、火の怖さ、防火の大

切さを伝えます。 

予防課 
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（５）子どもが安全・安心に過ごせる環境の整備 

子どもが身近な地域で、安全に、安心して遊べる、過ごせるように、公園や施設等の整備を推

進します。 

子どもをはじめ、誰もが利用しやすい、わかりやすい空間となるように、ユニバーサルデザイ

ンに基づく整備を進めます。 

 

遊び場の整備 

3-5-1 公園の整備 緑の基本計画に基づき、子育て世代等が安全

で快適に遊べるよう公園の整備や維持管理、

地域との協働による快適な公園づくりを進め

ます。 

建設課 

 

環境の整備 

3-5-2 緑化の推進 水や緑とのふれあいによる潤いとやすらぎを

感じることができるよう、公園、緑地、親水

空間などを整備します。また、市民参加によ

る緑化の推進を行います。 

都市計画課 

建設課 

維持管理課 

3-5-3 歩道の整備 歩行者の安全を確保するため、歩道の設置や

整備、維持修繕を行います。 

建設課 

維持管理課 

3-5-4 通学路安全点検 関係機関と連携し、毎年数校、小学校の通学

路の合同点検を行います。 

防災安全課 

建設課 

維持管理課 

学校教育課 
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（６）多様な働き方の支援 

近年、働き手の不足や女性活躍の推進等により、育児をしながら働く人も多くなってきました。

生活と仕事の両立を図るためには、企業をはじめ、社会全体でのライフ・ワーク・バランスの推

進が必要です。様々な働き方の見直しなども含めて生活と仕事の両立支援を推進していきます。 

 

ライフ・ワーク・バランスの推進 

3-6-1 生活と仕事の両立支

援制度等の周知、啓

発促進 

生活と仕事の調和（ライフ・ワーク・バラン

ス）の実現に向けて、労働者・事業主・地域住

民に対する研修、セミナー等により、生活と

仕事の両立支援制度（育児・介護休業等）の

利用促進や多様な働き方の推進、男性の子育

て参画に関する意識の醸成を行います。 

多様性協働課 

商工観光課 

高齢者福祉課 

こども若者家庭

センター 

3-6-2 企業における多様な

就労形態の導入促進 

フレックスタイム制度、在宅勤務、テレワー

ク、育児短時間制度等の多様な働き方の取組

や効果について、広報せとやホームページ、

パンフレット等を活用して、情報提供・周知

を行い意識の醸成を図ります。 

多様性協働課 

商工観光課 

3-6-3 働き方の見直しへの

啓発 

広報等において、長時間労働の是正等の啓発

に関する記事を掲載し、意識啓発に取り組み

ます。 

多様性協働課 

商工観光課 

3-6-4 ライフ・ワーク・バラ

ンス推進宣言事業所

の登録 

働きやすい職場環境づくりに取り組んでいる

事業所等をライフ・ワーク・バランス推進宣

言事業所として登録します。その後、広報や

ホームページ・パンフレット等で PR 支援を行

います。 

多様性協働課 

3-6-5 女性活躍やライフ・

ワーク・バランスの

推進に取り組むロー

ルモデルの提供 

女性活躍やライフ・ワーク・バランスの推進

に取り組む事業所や個人をロールモデルとし

て紹介し、意識の啓発を図ります。 

多様性協働課 
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基本目標 

４ 
困難な状況に対応する子ども・若者、その家庭への必要

な支援 

        

 

（１）子どもの貧困問題への対応 

子どもが親の状況をはじめとする成育環境、あるいは経済的な状況にかかわらず、求める進路

を選び、取り組んでいけるように、子どもの貧困の解消やその家庭への支援を進めます。 

ひとり親世帯については、生活支援や経済的支援が必要な家庭への支援を行います。 

 

総合的な子どもの貧困対策 

4-1-1 子どもの今・未来応

援基金の運用 

「子どもの今・未来応援基金」を創設し、市

民や企業等からの寄附により、子どもの貧困

対策を含め、すべての子ども・若者が輝く今

と未来の実現に向けた支援を、更に充実・強

化します。 

こども未来課 

4-1-2 子ども・若者を支援

する地域活動促進 

子ども食堂、フードパントリーなど、地域で

子ども・若者を支援する活動を促進するため、

補助金の交付、情報提供、ネットワークづく

りの支援などを行います。また、子ども・若

者の居場所の開拓や、学習支援団体との連携、

若者と NPO 法人をつなぐ仲介などを通し、若

者の個性や環境に合わせた社会参加活動をサ

ポートしていきます。 

こども若者家庭

センター 

4-1-3 困難を有する子ど

も・若者とその家族

に対する物資の支援 

日常生活を送ることに困難を抱える世帯など

に対して、生活に必要な物資を提供すること

により、生活環境の改善や自立に向けた支援、

見守りを行います。 

こども若者家庭

センター 

 

教育・保育の利用支援 

4-1-4 幼児教育の無償化 ０歳から２歳までの非課税世帯の利用料を無

償化します。また、３歳以上の利用料を無償

化します。 

保育課 
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学習支援 

4-1-5 学習支援事業の実施 生活困窮家庭などの子どもに対する学習支援

や生活習慣の確立、学習意欲の向上のための

活動を実施するとともに、居場所の提供を行

います。 

社会福祉課 

4-1-6 地域未来塾の実施 学習意欲の向上、学習習慣の確立、基礎学力

の定着、新たな居場所の創出、地域の教育力

の向上等を目的とし、コミュニティ・スクー

ル設置校の地域学校協働本部が中心となり、

児童・生徒に対し、大学生や教員経験者、地

域住民の協力により、地域の中での学習機会

を提供します。 

学校教育課 

 

ひとり親家庭の支援 

4-1-7 児童扶養手当の支給 

ひとり親支援 

父又は母がいない、父又は母に重度の障害が

ある等の要件に当てはまる 18 歳以下の児童

を養育している方に支給します。（所得制限あ

り） 

こども未来課 

4-1-8 愛知県遺児手当の支

給 

ひとり親支援 

児童扶養手当と同様の要件に当たる方に支給

します。（所得制限あり） 

こども未来課 

4-1-9 瀬戸市遺児修学手当

の支給 

ひとり親支援 

市内に 1 年以上在住し、父又は母がいない等

の要件に当てはまる義務教育就学中の児童を

養育する方に支給します。 

こども未来課 

4-1-10 母子父子寡婦福祉資

金の貸付け 

ひとり親支援 

母子父子家庭と寡婦の方が自ら進んで自立を

図り、家庭生活や職業生活の安定と向上に努

めるため、また、児童福祉の増進のために必

要な資金を無利子又は低利でお貸しします。 

こども未来課 

4-1-11 母子・父子家庭等医

療費助成 

ひとり親支援 

18歳以下の児童を養育しているひとり親家庭

等の母又は父及びその児童が医療機関等で受

診した時の保険診療分の自己負担額を助成し

ます。（所得制限あり） 

国保年金課 

4-1-12 養育費に関する公正

証書等作成費補助金

の支給 

ひとり親支援 

ひとり親に対して養育費の確保に係る本人負

担費用を補助することで、養育費の取決め内

容の債務名義化を促進し、子どもの権利とし

ての養育費の支払いが継続的に履行されるよ

う支援します。 

こども未来課 

4-1-13 自立支援教育訓練給

付金の支給 

ひとり親支援 

働く親の主体的な能力開発の取組や中長期的

なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就

職等の促進を図るため、条件を満たす講座の

受講料などの費用の一部を支給します。 

こども未来課 
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4-1-14 高等職業訓練促進給

付金の支給 

ひとり親支援 

看護師、介護福祉士等の就職にあたり、経済

的自立に効果的な資格取得を目的に６か月以

上養成機関等で修学する場合に、生活費の負

担を軽減するための給付金を一定期間支給し

ます。また、養成機関の全課程を修了した方

に「高等職業訓練修了支援給付金」を支給し

ます。 

こども未来課 

4-1-15 就業支援・権利擁護

に関する相談の実施 

ひとり親支援 

母子・父子福祉センターの事業と連携し、キ

ャリアカウンセリング事業や養育費相談、弁

護士相談等の情報提供を行い、支援します。 

こども未来課 

4-1-16 通勤定期の運賃割引

のための証明書交付 

ひとり親支援 

児童扶養手当受給世帯を対象に、JR の通勤定

期旅客運賃を割引する証明書の発行を行いま

す。 

こども未来課 

4-1-17 母子父子自立支援員

による自立相談の実

施 

ひとり親支援 

ひとり親家庭や寡婦の方の生活上の悩みや自

立に向けた就労相談、貸付金等様々な相談に

応じます。 

こども未来課 

4-1-18 ひとり親家庭情報交

換の実施 

ひとり親支援 

ひとり親家庭を対象にした勉強会や情報交換

等を行う場を提供します。 

こども未来課 

 

手当の支給 

4-1-19 児童手当の支給 次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資

することを目的とし、高校生年代までの児童

を養育している方に支給します。支給にあた

っては要件があります。 

こども未来課 

 

就学支援 

4-1-20 就学援助の実施 経済的な理由により、学習に必要な学用品費

や給食費等の支払いにお困りの方に、費用の

一部を援助します。援助にあたっては要件が

あります。 

学校教育課 
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自立に向けた支援 

4-1-21 愛知労働局と本市と

の雇用対策協定によ

る生活困窮者等の雇

用の促進 

愛知労働局と雇用対策協定を結び、地域の雇

用対策における課題を共有し、双方が役割分

担することで、雇用対策に関する施策を効率

的に展開し、生活困窮者等の雇用の促進を図

ります。 

主に以下の方への就業促進に向けた事業展開

を行います。①若年者等②女性等③生活困窮

者等④ひとり親世帯⑤社会的自立に困難を有

する若者 

商工観光課 

多様性協働課 

社会福祉課 

こども未来課 

こども若者家庭

センター 

保育課 

4-1-22 生活困窮者自立支援 仕事がみつからない、求職活動の仕方がわか

らない、借金がある等の理由で経済的に悩ま

れている方の相談に応じます。 

社会福祉課 

 

受診費の助成 

4-1-23 低所得の妊婦に対す

る産科受診費助成事

業 

市区町村民税が非課税である世帯又は生活保

護世帯の方等、低所得の方を対象に、妊娠判

定を行うための初回産科受診費の費用の一部

助成を行います。 

また、費用助成と併せて、市と医療機関の間

で情報共有を行い、状況の把握と必要な支援

につなげます。 

こども若者家庭

センター 
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（２）児童虐待防止対策 

児童虐待は「安全に安心して生きる権利」「自分らしく生きる権利」「のびのびと豊かに育つ権

利」といった子どもの権利を侵害する行為であり、犯罪として虐待者が刑事罰を受けることもあ

ります。 

また、虐待を受けると子どもの脳や成長に悪影響を及ぼすため、生きづらさを抱えたり、世代

を超えて虐待の連鎖が起こることがあります。社会全体で子どもの権利について理解を進め、児

童虐待を未然に防ぐ「予防」対策の推進が必要です。児童虐待の早期発見・早期対応に努めると

ともに、子どもや子育て家庭だけでなく、社会全体で、児童虐待の予防と防止に関する意識を高

めます。 

虐待にあった子どもや虐待があった家庭については、関係機関と連携し、再発防止に努めます。 

 

児童虐待予防や早期発見の取組 

4-2-1 広報・啓発の推進 児童虐待防止や体罰によらない子育て、相談

先等についての広報を行います。 

児童相談所虐待対応ダイヤル 189（いちはや

く）の利用、こども若者家庭センターや身近

な大人への相談等により、子ども自身が SOS

を発信できるよう啓発を進めます。 

また、子どもにかかわる関係機関が虐待に適

切に対応できるよう、情報提供や支援を行い

ます。 

こども若者家庭

センター 

4-2-2 

1-1-4 

（再掲） 

児童虐待予防や早期

発見に係る子どもに

対する取組の推進 

幼児期の「命の学習」や小・中学校での性教

育などを通じ、自己肯定感を育み、子ども自

身が自らを守る力を育てます。 

せとっ子ファミ

リー交流館 

保育課 

学校教育課 

4-2-3 子どもが困難に陥る

ことを予防するため

の講座の開催や情報

提供 

「親の学び講座」や「体罰によらない子育て」

等の虐待予防のための講座やネット・ゲーム

依存防止など、時代のニーズに合った内容で、

子どもが困難に陥ることを予防する講座や情

報提供を行います。 

こども若者家庭

センター 

4-2-4 子育て短期支援事業

（家庭支援事業）の

実施 

保護者の病気等の理由により、家庭で子ども

を養育することが一時的に困難となった場合

に、夜間や宿泊を伴った一時預かりを行いま

す。 

こども若者家庭

センター 

4-2-5 

3-1-7 

（再掲） 

養育支援訪問事業の

実施 

乳児家庭全戸訪問事業や妊婦相談、各種健康

診査、養護相談等を通じ、養育支援が必要で

あると判断した家庭などに対して、保健師・

看護師や保育士等が訪問し、養育に関する専

門的な指導や助言・相談を行います。 

こども若者家庭

センター 
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4-2-6 母子生活支援施設 配偶者のいない女性等とその子どもを一時的

に施設に保護し、退所後に自立した生活を送

ることができるように就労支援や子どもの教

育に関する助言などを行い、母子の生活を総

合的に支援します。 

こども若者家庭

センター 

4-2-7 児童虐待防止のため

の調査 

児童虐待防止対策の抜本的な強化を図るた

め、国の方針に基づき、乳幼児健診未受診や、

未就園、不就学等で福祉サービスを利用して

いないなど、関係機関が状況確認できていな

い子どもを把握し、目視等により子どもの安

全確認・安全確保を進める取組について、毎

年度定期的に行い、必要な支援につなげます。 

こども若者家庭

センター 

 

虐待への早期介入・早期支援 

4-2-8 虐待への早期介入 虐待通告を受けた後は、48 時間以内に子ども

の安全確認を行います。その後は状況に応じ

て、児童相談所や関係機関と連携し、迅速に

介入や支援を行います。 

こども若者家庭

センター 

4-2-9 児童虐待再発防止対

応 

一時保護・施設入所等が必要な重度の虐待を

扱う愛知県の児童相談所と中度・軽度の虐待

を扱う子ども・若者センターが連携し、再発

防止のための対応を行います。 

子ども・若者センターでは虐待の再発防止の

ための継続面談を通じ、保護者に体罰等によ

らない子育ての定着を図るように働きかけま

す。被虐待児との継続的な面接を行う中で、

自衛やセルフケアの方法を一緒に考え、子ど

ものエンパワーメント強化を図ります。 

こども若者家庭

センター 

 

関係機関との連携 

4-2-10 虐待予防連絡会の開

催 

関係機関等との連携を図るため、毎月定期的

に連絡会を実施し、情報共有をします。 

こども若者家庭

センター 

4-2-11 要保護児童対策地域

協議会（要対協）の開

催 

支援対象児童等の支援にかかわる機関相互の

連携を推進し、支援対象児童等の早期発見及

び適切な支援を図ることを目的として設置さ

れた要保護児童対策地域協議会では、代表者

会議、実務者会議を定期的に、個別ケース会

議を必要時に随時開催します。 

関係機関との情報交換や児童等の安全の確保

と見守り及び保護者への指導、支援内容に関

する方針を定め、関係機関が協力して実施し

ます。 

社会福祉課 

こども未来課 

保育課 

国保年金課 

児童発達支援セ

ンター 

こども若者家庭

センター 

学校教育課 
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（３）外国にルーツのある子ども・若者とその家庭への支援 

外国にルーツのある子ども・若者とその家庭を対象に、市役所や保育園、学校、あるいは医療

機関でのコミュニケーションを支援することで、地域で安心して暮らせるようにします。また、

日本語の教育を支援することで、学びを深め、望ましい進路を選択できるように支援します。 

 

通訳支援 

4-3-1 窓口等への通訳機導

入 

IoT（Internet of Things）通訳機を市役所窓

口等に設置することで、制度説明等の理解を

サポートします。 

こども未来課子

育て総合支援セ

ンター 

保育課 

こども若者家庭

センター 

4-3-2 医療通訳システムの

利用促進 

母子健康手帳交付、乳幼児健診、相談等で保

健センターを利用する外国人親子へ電話によ

る医療通訳を行い、妊娠中からの子育て支援

につなげます。 

こども若者家庭

センター 

4-3-3 外国語母子健康手

帳、外国語問診票等

の配布 

外国人妊婦等で、母子健康手帳を発行の際、

日本語だけでなく、英語、スペイン語、ポル

トガル語、ハングル語、インドネシア語、タ

ガログ語、中国語、ベトナム語等の母子健康

手帳が選択できます。 

こども若者家庭

センター 

4-3-4 外国語有償ボランテ

ィアの活用 

保育園で通訳者として実際に活動できる外国

語有償ボランティアを依頼し、日本語を話す

ことができない園児やその保護者を支援しま

す。 

保育課 

 

学びの支援 

4-3-5 日本語初期指導教室

の実施 

原山小学校、下品野小学校に日本語初期指導

教室を開設し、来日して間もない児童生徒に

対して日本語、学校生活のルール、生活習慣

などを指導します。 

学校教育課 

4-3-6 外国人児童サポータ

ーの配置 

日本語の理解が十分でない外国人児童生徒

が、授業などで学びを深めていくために、ボ

ランティアにより学習支援を行います。 

学校教育課 

4-3-7 日本語指導の実施 日本語指導員又はサポーターを日本語教育が

必要な児童生徒が在籍する学校に派遣しま

す。 

学校教育課 
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（４）子どもの発達支援・その家族や地域への支援 

誰もが安心して生活し、その子らしく育っていくために、児童発達支援センターが発達に支援

を必要とする子どもへの支援において、地域の中核的な役割を担う機関として、以下の機能の充

実化を目指し事業を実施します。 

① 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能 

② 地域の障害児通所支援事業所に対し、支援内容等への助言・援助等を行う機能 

③ 地域社会への参加・包摂（インクルージョン）推進の中核機能 

④ 地域の発達支援に関する入口としての相談機能 

 

相談支援 

4-4-1 相談・検査の実施 子どもが困っていることについて、その子の

発達状況に合わせた対応を保護者と共に考え

ます。また、関係機関と連携して、より良い

支援につながるようにします。必要な場合に

は、検査を行います。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

4-4-2 障害児相談支援 障害のある子や家族を対象とした相談、本人

や家族に合わせた障害児支援利用計画を作成

します。必要なサービスの情報提供や関係機

関との連絡調整をします。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

 

家族支援 

4-4-3 

3-1-14 

（再掲） 

親子支援プログラム

の実施 

子どもの発達の理解を深め、子どもとのかか

わり方を学ぶ場の提供、本市の支援体制や福

祉サービスの情報提供、保護者同士のかかわ

りの場としての講座等を開催します。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

4-4-4 親子支援教室の実施 

「ひよこ」個別型 

「こねこ」グループ

型 

発達に支援があると良い幼児や子どもとの接

し方や子育てを不安に思っている保護者など

を対象とした体験型の親子支援の場を提供し

ます。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

4-4-5 親子支援パスポート

の配布 

子どもと保護者を対象に、子どもの成長を記

録する冊子を配布します。幼いころから成人

になるまでの継続的な支援や自立に役立つも

のです。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 
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地域支援 

4-4-6 保育所等訪問支援 発達に特性や障害のある子、支援を要する状

態の子が集団生活している場にて、訪問支援

員が集団に適応するための支援や、支援者に

向けて助言等を行います。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

4-4-7 巡回療育支援 スタッフが市内の幼稚園・保育園・学校など

を訪問し、心身の発達状況に合わせた環境の

工夫などを、訪問先やその他の施設や機関の

職員と共に検討し、学び合う研修を行います。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

4-4-8 特別支援教育リーダ

ー養成講座 

保育園・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学

校において、特別支援教育リーダーとして活

躍できる人材の育成を目指した研修を行いま

す。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

学校教育課 

4-4-9 資質向上のための研

修会の実施 

幼稚園・保育園・小学校・中学校・特別支援学

校との合同研修会や福祉サービス事業所や児

童クラブ等の職員を対象とした研修会等を開

催し、顔と顔のつながった連携強化及び資質

向上を図ります。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

4-4-10 貸出し図書 子どもの発達や支援方法、子育てなどに関す

る知識や理解、支援についての啓発を目的と

して、市民や支援者に図書を貸し出します。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

 

児童発達支援 

4-4-11 児童発達支援 発達に特性や障害のある就学前の子どもを対

象に、個々の状況に合わせて、基本的習慣の

自立や社会生活への適応力を身に付けること

を目標に療育を行います。 

児童発達支援セ

ンターのぞみ学

園 

4-4-12 医療的ケア児の受入

れ 

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に

医療的ケアが必要な子どもを対象に、看護師

を配置し、療育を行います。 

児童発達支援セ

ンターのぞみ学

園 

4-4-13 延長療育の実施 就労している保護者の子育て支援として、療

育時間の延長を行います。 

児童発達支援セ

ンターのぞみ学

園 

4-4-14 のぞみ学園の環境改

善 
※「公共施設等総合管理

計画」の「個別施設計

画」に基づくもの 

療育環境を整え、多様な子どもを受け入れる

ことができるよう、療育室の断熱改修及び床

のクッションフロア化、非常照明・火災通報

等関連機器の増設、サッシの防犯対策、大規

模改修工事等を行います。 

児童発達支援セ

ンターのぞみ学

園 
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関係機関との連携による支援 

4-4-15 発達障害支援協議会

の開催 

支援を必要とする子どもの実態把握、支援の

在り方、支援体制の整備等を検討し、包括的

な支援体制の構築を図るために関係機関相互

の連携を推進することにより、適切な対応を

行います。 

児童発達支援セ

ンター発達支援

室 

4-4-16 障害者地域自立支援

協議会の開催 

障害者への支援体制について情報を共有し、

関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、

地域の実情に応じた体制の整備について協議

を行います。 

社会福祉課 

4-4-17 医療的ケア児等支援

協議会の開催 

人工呼吸器を装着している障害児やその他の

日常生活を営むために医療を要する状態にあ

る障害児等とその家族が、心身の状況に応じ

た適切な支援を受けることにより、地域にお

いて安心して生活できる体制を整備するた

め、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関

係機関が地域の課題や対応策について、意見

交換や情報共有を行います。 

社会福祉課 
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（５）子ども・若者育成支援 

在学の有無にかかわらず、中学生、高校生、大学生を含む若者へのあらゆる支援を包括的に取

り組みます。子ども・若者育成支援推進法に基づき、困難の大小にかかわらず、子ども・若者の

様々な不安や困難に寄り添いながら、本人にとって希望ある未来を描くサポートを行います。 

若者の相談・支援件数は大きく増加しており、不登校、ひきこもり、ネット依存、ヤングケア

ラー、メンタル不調、希死念慮など、様々な状況に対して相談に応じるほか、高等学校を含む学

校との連携強化、若者本人が相談できる居場所や、学校内外でつながることができる地域資源の

開拓等、地域や他機関と連携して支援を行います。 

 

子ども・若者の相談支援 

4-5-1 子ども・若者相談の

実施 

子ども・若者や子育てしている方が気軽な相

談から、親子関係、養育不安、児童虐待、不登

校、ひきこもりなど、様々な悩みについて、

相談できる総合相談窓口です。 

相談員が当事者に寄り添い、情報の提供や適

切なサービスにつなぎます。必要な方には、

より専門的な支援機関等を紹介します。 

こども未来課子

育て総合支援セ

ンター 

こども若者家庭

センター 

4-5-2 子ども・若者総合相

談センター 

おおむね 39 歳までの子ども・若者を対象に

「こども若者家庭センター」（パルティせと）

において「子ども・若者相談」や支援に取り

組みます。 

子ども・若者本人や家族との継続的な面談等

により課題の整理をサポートしたり、子ども・

若者支援地域協議会などの地域資源との連携

により、自立、就労など本人の目標に向けた

活動を支援します。 

こども若者家庭

センター 

4-5-3 子ども・若者支援地

域協議会の運営 

地域や学校、行政とのつながりのある当協議

会において、組織間の連携強化の取組や、個

別ケース検討会議を通した子ども・若者への

地域ぐるみのアプローチを展開していきま

す。 

こども若者家庭

センター 

4-5-4 ヤングケアラー相談

支援の実施 

ヤングケアラーについて、ポスター、チラシ

等により子どもを含む市民に向けた周知や啓

発を行うとともに、ヤングケアラー本人や市

民からの相談をお受けします。 

また、子どもにかかわる関係機関がヤングケ

アラーの可能性があると迷う時点から、ケー

スに適切に対応できるよう、情報収集や関係

者会議開催などの調整や支援を行います。 

こども若者家庭

センター 

 

  



62 

子ども・若者の居場所づくりの支援 

4-5-5 子ども・若者の居場

所づくりの支援 

社会参加へのステップとして、子ども・若者

の地域における居場所を設けたり、若者が社

会活動に参加する機会を提供する団体等を支

援します。 

こども若者家庭

センター 

 

若者自立就労支援 

4-5-6 若者自立就労相談 15 歳から 39 歳までの進路や就業に悩む若者

とその家族を対象に地域若者サポートステー

ションによる相談を行います。定期相談、随

時相談、コミュニケーション力向上などの各

種セミナー、作業、就労体験などのプログラ

ムも実施します。 

こども若者家庭

センター 

4-5-7 仕事・生活自立相談

支援の実施 

仕事がみつからない、求職活動の仕方がわか

らない、借金があるなどの理由で、経済的に

悩まれている方のご相談に応じ、ハローワー

ク等と連携し、就労支援を行います。 

社会福祉課 

 

不登校支援 

4-5-8 子どもの居場所（せ

と“ここ”ほっとルー

ム、オアシス 21）の

提供 

不登校等支援を必要とする児童生徒が、安心

して、居心地よく過ごす居場所として、学校

とは異なる生活や学習等の環境を整え、子ど

もが安心して主体的に過ごし、将来の自立に

つながる力を身に付けるための場を提供しま

す。 

学校教育課 
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（６）地域に根ざした青少年の健全育成 

青少年の健全育成のため、関係機関と連携して啓発やパトロールなどを実施します。 

 

非行防止等健全育成 

4-6-1 瀬戸市少年センター 各地区の少年補導委員と協力して、市・学校・

PTA・地域等関係機関で連携しながら、地域の

特性に合わせ、進学就職のための面接の協力

や地域のパトロール等を行います。 

こども若者家庭

センター 

4-6-2 保護区保護司会 国から委嘱を受けた保護司が、罪を犯した者

の更生保護及び犯罪予防活動の啓発を行いま

す。 

社会福祉課 

4-6-3 更生保護女性会 保護司と連絡協調し、更生保護並びに犯罪予

防に協力します。 

社会福祉課 

4-6-4 人権擁護委員瀬戸地

区委員会 

国民の基本的人権が侵害されないよう人権思

想の普及、啓発活動を実施し、人権侵害があ

った場合には、その相談相手になり、適切な

助言を講じます。 

社会福祉課 

4-6-5 社会を明るくする運

動瀬戸市推進委員会 

すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯し

た者の更生について理解を深め、誰一人取り

残さない社会の実現に向けた全国的な運動で

ある「社会を明るくする運動」の本市内にお

ける推進を促進します。 

社会福祉課 
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第５章 第三期子ども・子育て支援事業計画 

 

１ 計画の趣旨 

 

本章の「子ども・子育て支援事業計画」は、子ども・子育て支援法第 61 条に規定される「市町

村子ども・子育て支援事業計画」です。 

国が示す基本指針に即して、５年を１期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の

量の見込み並びに提供体制の確保の内容及び実施時期や、子ども・子育て支援法に基づく業務の

円滑な実施に関する計画として定めるものです。 

また、「市町村子ども・子育て支援事業計画」は、「市町村こども計画」と一体のものとして作

成することができるとされているため、「市町村こども計画」である本計画の一部を構成するも

のとして、位置づけるものです。 

 

 

２ 教育・保育提供区域 

 

教育・保育提供区域は、市町村が、物理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・

保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域です。 

国が示す基本指針では、小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、

保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域を定める必要があるとされており、

本市においては、教育・保育ニーズの状況に応じ、全市域で柔軟に教育・保育の提供を行うため、

市全域を１つの区域とします。 

ただし、子どもや保護者の居住地に近い範囲での利用を考慮し、放課後児童健全育成事業にお

いては中学校区とします。 
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３ 人口の見込み 

 

量の見込みを算出するにあたり、令和２年から令和６年までの４月１日付けの人口を基に、コ

ーホート変化率法により推計しました。 

 

年齢 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10 年 令和 11 年 

０歳 680 666 655 645 633 

１歳 747 734 718 707 696 

２歳 769 785 771 755 744 

３歳 843 789 804 790 774 

４歳 914 860 804 820 806 

５歳 952 927 872 815 831 

０～５歳 4,905 4,761 4,624 4,532 4,484 

６歳 1,006 971 945 890 831 

７歳 1,014 1,009 974 949 894 

８歳 1,032 1,021 1,016 981 956 

９歳 1,010 1,037 1,026 1,021 986 

10 歳 1,149 1,013 1,040 1,029 1,024 

11 歳 1,063 1,151 1,014 1,041 1,030 

６～11 歳 6,274 6,202 6,015 5,911 5,721 

12 歳 1,134 1,066 1,154 1,017 1,044 

13 歳 1,171 1,135 1,067 1,155 1,018 

14 歳 1,172 1,174 1,138 1,070 1,158 

15 歳 1,142 1,170 1,172 1,135 1,068 

16 歳 1,183 1,138 1,165 1,168 1,131 

17 歳 1,269 1,179 1,134 1,161 1,164 

12～17 歳 7,071 6,862 6,830 6,706 6,583 

計 18,250 17,825 17,469 17,149 16,788 
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４ 教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期 

 

教育・保育について、認定区分ごとに「量の見込み」や「確保方針」を策定し、計画的な整備

を進めていきます。 

 

認定区分 年齢区分 保育の必要性 施設 

１号認定 

３歳以上 

なし 
・ 認定こども園（教育のみ又は教育+預かり保育） 

・ 幼稚園（教育のみ又は教育+預かり保育） 

２号認定 あり 

（保護者の労働又は疾病その他の内閣府

令で定める事由により家庭において必要

な保育を受けることが困難であるもの） 

・ 認定こども園 

・ 保育園 

３号認定 ３歳未満 

・ 認定こども園 

・ 保育園 

・ 地域型保育事業 

 

・ 量の見込み 

（人） 

年齢 

区分 

認定 

区分 
施設 

令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和10

年度 

令和11

年度 

０歳 

３号 

認定 

認定こども園、保育園、 

地域型保育事業 

174 171 168 165 162 

１歳 334 328 321 316 311 

２歳 390 398 391 383 378 

０～２歳 計 898 897 880 864 851 

３歳～ 

１号 

認定 
認定こども園、幼稚園（※） 1,339 1,280 1,238 1,214 1,208 

２号 

認定 
認定こども園、保育園 1,401 1,333 1,283 1,255 1,247 

計 2,740 2,613 2,521 2,469 2,455 

計 3,638 3,510 3,401 3,333 3,306 

 

※ 年齢区分「３歳～」、認定区分「１号認定」、施設「認定こども園、幼稚園」の各年度の人数には、本市へ

の広域利用（尾張旭市→瀬戸市）の子ども 260 人を含み、本市からの広域利用（瀬戸市→尾張旭市）の子

ども 50 人を除きます。 
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・ 確保方策 

（人） 

年齢 

区分 

認定 

区分 
施設 

令和７

年度 

令和８

年度 

令和９

年度 

令和10

年度 

令和11

年度 

０歳 

３号 

認定 

認定こども園 0 0 6 6 6 

保育園 90 90 90 90 90 

地域型保育事業 14 14 14 14 14 

１歳 

認定こども園 0 0 15 15 15 

保育園 274 274 274 274 274 

地域型保育事業 18 18 18 18 18 

２歳 

認定こども園 0 0 17 17 17 

保育園 377 377 377 377 377 

地域型保育事業 25 25 25 25 25 

０～２歳 
上記以外 49 49 49 49 49 

計 847 847 885 885 885 

３歳～ 

１号 

認定 

認定こども園 
教育のみ 0 0 0 0 0 

教育+預かり保育 0 0 210 210 210 

幼稚園 
教育のみ 0 0 0 0 0 

教育+預かり保育 1,522 1,522 1,207 1,207 1,207 

計 1,522 1,522 1,417 1,417 1,417 

２号 

認定 

認定こども園 0 0 60 60 60 

保育園 1,539 1,539 1,539 1,539 1,539 

上記以外 2 2 2 2 2 

計 1,541 1,541 1,601 1,601 1,601 

計 3,063 3,063 3,018 3,018 3,018 

計 3,910 3,910 3,903 3,903 3,903 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、各年代の推計児童数から、アンケートを基にニーズ量を算出しています。 

・ 確保方策は、市内の幼稚園・保育園の受け入れ人数等を基に算出しています。 

・ 量の見込と確保方策の差（不足分）について、量の見込に対し利用定員の総数は上回っているため、

保育士確保のための方策に力を入れることにより、提供体制は確保できる見込みです。 
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５ 
地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその

実施時期 

 

地域子ども・子育て支援事業について、「量の見込み」や「確保方針」を策定し、計画的な整備

を進めていきます。 

 

① 時間外保育事業 

・ 概要 

保護者の方の就労状況に合わせて、通常の保育時間を延長して子どもを預かる事業です。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 405 415 366 354 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 515 500 486 476 471 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 515 500 486 476 471 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、過去の実績を基に、必要と思われる人数を算出しています。 

・ 確保方策は、現在の提供体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 
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② 放課後児童健全育成事業 

・ 概要 

小学校に就学している児童であって、保護者が就労・疾病等により昼間家庭にいない児童又は家庭の事

情等によりその健全育成に配慮を必要とする児童に、適切な遊びの場及び生活の場を提供することで、健

全な育成を図る事業です。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 797 846 867 921 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人）※全学年 976 982 976 962 939 

 水無瀬 142 140 139 134 132 

南山 227 230 225 231 226 

幡山 242 248 257 252 251 

品野 54 56 53 52 50 

光陵 62 58 55 51 49 

水野 107 104 97 92 86 

にじの丘 142 146 150 150 145 

利用者数（人）※1-3 年生 684 692 693 672 647 

 水無瀬 96 98 99 97 93 

南山 156 163 162 170 163 

幡山 178 180 186 171 170 

品野 36 38 37 36 34 

光陵 47 41 39 34 35 

水野 63 63 60 57 51 

にじの丘 108 109 110 107 101 

利用者数（人）※4-6 年生 292 290 283 290 292 

 水無瀬 46 42 40 37 39 

南山 71 67 63 61 63 

幡山 64 68 71 81 81 

品野 18 18 16 16 16 

光陵 15 17 16 17 14 

水野 44 41 37 35 35 

にじの丘 34 37 40 43 44 
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・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人）※全学年 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 

 水無瀬 135 135 135 135 135 

南山 253 253 253 253 253 

幡山 252 252 252 252 252 

品野 51 51 51 51 51 

光陵 55 55 55 55 55 

水野 132 132 132 132 132 

にじの丘 139 139 139 139 139 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、次の手順により算出しています。 

① 学年進行一覧表を用いて、令和６年度の各小学校区の小学生数を算出 

② 市全体の人口変化率から、令和７年度から令和 11 年度までの小学生数を算出 

③ 女性の就業率と令和６年度放課後児童クラブ利用率を考慮して、小学校区ごとの利用者数を算出 

④ 中学校区ごとの利用者数を算出 

・ 確保方策は、各小学校区にある放課後児童クラブの定員数を合算し、小学校区ごとの定員数を算出し

たのちに、中学校区ごとの定員数を算出しています。 

・ 近年、少子化により子どもの人数は減少していますが、女性就業率が上昇していることにより、利用

ニーズ（量の見込み）はしばらく増加する見込みであるため、確保が不足する中学校区においては、児

童クラブの新設・施設の整備による定員の拡充等により確保していきます。 
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③ 子育て短期支援事業 

・ 概要 

保護者の病気、育児疲れ等により、家庭で子どもを養育することが一時的に困難となった場合に、夜間

や宿泊を伴った一時預かりを行う事業です。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用者数（人日） 4 0 0 0 

施設数（か所） 1 0 0 0 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

延べ利用者数（人日） 57 57 60 65 70 

施設数（か所） 4 4 4 4 4 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

延べ利用者数（人日） 57 57 60 65 70 

施設数（か所） 4 4 4 4 4 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 令和６年度の児童福祉法改正により、子育て短期支援事業が拡充され、利用者の対象拡大や利用日数

の柔軟化が図られたことを踏まえ、利用者は過去５年間の実績より増加が見込まれます。 

・ 量の見込みは、瀬戸市要保護児童対策地域協議会にて管理されている「支援を必要とすることが見込

まれる児童（以下、「対象児童」という）数」を用い、以下のとおり算出しています。 

「平均対象児童数（人）」×「平均利用日数（日）」 

また、対象児童が増加傾向にあることを踏まえ、漸増を見込んでいます。 

・ 確保方策としては、量の見込みが増加傾向にあることから、委託施設等の連携先の開拓を行い、量の

見込みを確保していきます。 
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④ 地域子育て支援拠点事業 

・ 概要 

地域において、子どもと保護者の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進し、地域の子育て支援

機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援する事業です。 

少子化や核家族化の進行、地域社会の変化など、子どもや子育てをめぐる環境が大きく変化する中で、

家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の保護者の孤独感や不安感の増大等に対応します。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

交通児童遊園 延べ利用者数（人） 7,726 10,382 12,289 17,149 

せとっ子ファミリー

交流館 

延べ利用者数（人） 
6,550 9,189 13,182 19,722 

プレイルーム 延べ利用者数（人） 2,537 3,865 6,440 11,285 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

交通児童遊園 延べ利用者数（人） 17,149 17,149 17,149 17,149 17,149 

せとっ子ファミリー

交流館 

延べ利用者数（人） 
22,420 22,420 22,420 22,420 22,420 

プレイルーム 延べ利用者数（人） 17,122 17,122 17,122 17,122 17,122 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

交通児童遊園 延べ利用者数（人） 17,149 17,149 17,149 17,149 17,149 

せとっ子ファミリー

交流館 

延べ利用者数（人） 
22,420 22,420 22,420 22,420 22,420 

プレイルーム 延べ利用者数（人） 17,122 17,122 17,122 17,122 17,122 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、次の手順により算出しています。 

① 令和４年度までは、コロナ禍の影響により利用者数が少ないため、令和５年度と令和６年度の上半

期の延べ利用者数を比較し、比率を算出 

② 令和５年度の実績に①で算出した比率を乗じ、令和６年度の見込みを算出 

③ 令和５年度の実績と令和６年度の見込みを比較し、多い方を令和７年度以降の見込みとして設定 

・ 確保方策は、現在の提供体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 
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⑤ 一時預かり事業 

【幼稚園型】 

・ 概要 

幼稚園で行う一時預かりは「預かり保育」と呼ばれ、通常の教育時間の開始前・終了後、夏休み等の長

期休暇に子どもを預かる事業です。 

 

・ 実績 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

 幼稚園型（人） 18,549 18,163 18,687 18,275 

 １号認定による利用（人） 14,228 14,110 14,473 13,470 

 ２号認定による利用（人） 4,321 4,053 4,214 4,805 

 

・ 量の見込み 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 幼稚園型（人） 16,567 16,011 15,486 15,148 15,043 

 １号認定による利用（人） 12,655 12,230 11,829 11,571 11,491 

 ２号認定による利用（人） 3,912 3,781 3,657 3,577 3,552 

 

・ 確保方策 

  令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

 幼稚園型（人） 16,567 16,011 15,486 15,148 15,043 

 １号認定による利用（人） 12,655 12,230 11,829 11,571 11,491 

 ２号認定による利用（人） 3,912 3,781 3,657 3,577 3,552 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 幼稚園型の量の見込みは、過去の実績を基に、平均値で算出しています。 

・ 確保方策は、現在の提供体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 
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【幼稚園型以外】 

・ 概要 

保育所の一時預かりは「一時保育」と呼ばれ、保護者の冠婚葬祭、引っ越しなどで家庭での保育が困難

な時やリフレッシュなどで利用できる事業です。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

幼稚園型以外（人） 569 686 1,045 1,138 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

幼稚園型以外（人） 1,039 1,180 1,215 1,208 1,157 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

幼稚園型以外（人） 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 幼稚園型以外の量の見込みは、過去の実績と当時の年齢別人口の割合の平均値を各年度の「推計児童

数」に乗じて算出しています。 

・ 幼稚園型以外の量の確保方策は、実施園の１日当たりの定員数から算出しています。 
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⑥ 病児保育事業 

・ 概要 

病気又は病気の回復期であることから、集団保育が困難であり、保護者が勤務等の都合により保育を行

うことが困難である児童について、一時的に保育を行う事業です。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

延べ利用者数（人） 21 146 137 196 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

延べ利用者数（人） 208 214 220 227 234 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

延べ利用者数（人） 208 214 220 227 234 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、次の手順により算出しています。 

① 令和５年度と令和６年度の上半期の延べ利用者数を比較し、比率を算出 

② 令和５年度の実績に①で算出した比率を乗じ、令和６年度の見込みを算出し、令和 11 年度まで同

じ手順を繰り返し、見込みを算出 

・ 確保方策は、現在の提供体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 
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⑦ 子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター） 

・ 概要 

子ども（乳幼児や小学生等）の預かり等を希望する会員と援助を希望する会員が、それぞれ相互援助活

動（有償）を行う事業です。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

活動件数（件） 613 588 767 1,020 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

活動件数（件） 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

活動件数（件） 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、次の手順により算出しています。 

① 令和４年度までは、コロナ禍の影響により活動件数が少ないため、令和５年度と令和６年度の上半

期の活動件数を比較し、比率を算出 

② 令和５年度の実績に①で算出した比率を乗じ、令和６年度の見込みを算出 

③ 令和５年度の実績と令和６年度の見込みを比較し、多い方を令和７年度以降の見込みとして設定 

・ 確保方策は、現在の提供体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 
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⑧ 利用者支援事業 

・ 概要 

一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保

護者等や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円

滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関と

の連絡調整、連携・協働等により、必要な支援を行う事業です。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者支援事業（か所） 2 3 3 3 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

基本型（か所） 2 2 2 2 2 

特定型（か所） 0 0 0 0 0 

こども家庭センター型（か所） 1 1 1 1 1 

 

地域子育て相談機関（か所） 0 0 1 2 3 

 基本型を活用したもの（か所） 0 0 1 2 3 

基本型を活用していないもの（か所） 0 0 0 0 0 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

基本型（か所） 2 2 2 2 2 

特定型（か所） 0 0 0 0 0 

こども家庭センター型（か所） 1 1 1 1 1 

 

地域子育て相談機関（か所） 0 0 1 2 3 

 基本型を活用したもの（か所） 0 0 1 2 3 

基本型を活用していないもの（か所） 0 0 0 0 0 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 地域子育て相談機関の量の見込み及び確保方策は、既存の機関の整備及び体制の見直し等により、段

階的に増やすことを想定し、算出しています。 

・ こども家庭センター型の量の見込み及び確保方策は、令和７年度に「こども若者家庭センター」を設

置することを踏まえ、算出しています。 
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⑨ 妊婦健康診査事業 

・ 概要 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、健康状態の把握、検査計測、保

健指導を実施するとともに、妊娠期間中に必要に応じた医学的検査を実施する事業です。母子健康手帳交

付時に妊婦健康診査受診票（14 回分）を配布し助成を行っています。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 8,878 8,749 8,728 8,278 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 7,973 7,809 7,680 7,563 7,422 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 7,973 7,809 7,680 7,563 7,422 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、０歳児推計人口に妊婦一人当たりの平均受診回数（R１～R５）を乗じて算出していま

す。 

・ 確保方策は、現在の提供体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 

・ 母子健康手帳を交付したすべての妊婦に妊婦健康診査受診票を配布し、適切な時期に受診できるよう 

丁寧な説明を行い、量の見込みを確保していきます。 
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⑩ 乳児家庭全戸訪問事業 

・ 概要 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を対象に、看護師・保健師・民生委員児童委員又は主任児童

委員が訪問し、体重の計測や育児相談、保健指導等を行う事業です。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 671 676 662 647 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 680 666 655 645 633 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 680 666 655 645 633 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、生後４か月までの乳児がいるすべての家庭が対象となるため、０歳児推計人口を量の

見込みとして算出しています。 

・ 確保方策は、現在の支援体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 

・ 生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、育児状況や養育環境等の把握を行い、支援が必

要な家庭に対し、適切な支援につなげていけるよう支援体制の充実を図り、量の見込みを確保していき

ます。 
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⑪ 養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

● 養育支援訪問事業 

・ 概要 

乳児家庭全戸訪問事業や妊婦相談、各種健康診査、養護相談等を通じ、養育支援が必要であると判断し

た家庭などに対して、保健師・看護師・保育士等が訪問し、養育に関する専門的な指導や助言、その他必

要な支援を行う事業です。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 693 701 706 714 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 743 743 743 743 743 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 743 743 743 743 743 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、過去５年間の平均変化率（R１～R５）を現状値（R５実績）に乗じて算出しています。 

・ 確保方策は、現在の支援体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 

・ 支援対象者が増加傾向にあることから、関係機関等との連携を図り、量の見込みを確保していきます。 

 

● 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

・ 概要 

要保護児童対策地域協議会の機能強化を図るため、関係機関等の専門性強化と、相互の連携強化を図る

取組を実施する事業です。 

瀬戸市要保護児童対策地域協議会を中心に関係機関連携を図りながら、虐待予防啓発を行い、虐待の未

然防止、リスクの把握、早期対応と切れ目のない支援ができる環境づくりを進めています。 
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⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

・ 概要 

保護者の世帯所得の状況等に応じて、特定教育・保育施設保護者に対する日用品、文具等に要する費用

を助成する事業です。 

また、幼児教育の無償化に伴い、施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の助成も

対象となりました。 

 

・ 実績 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者数（人） 74 89 93 93 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 103 109 116 125 136 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 103 109 116 125 136 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、過去の実績を基に伸び率を勘案して算出しています。 

・ 確保方策は、現在の支援体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 
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⑬ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

・ 概要 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究、その他多様な事業者の能力を活

用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

本市において、地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前

の子どもを対象とした多様な集団活動を行う施設等について、その施設等を利用する保護者の経済的負担

を軽減するためその利用料の一部を補助しています。 
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◆ 児童福祉法改正による新事業 

令和４年児童福祉法改正により、地域子ども・子育て支援事業として、新たに創設された事業に

ついて、「量の見込み」や「確保方針」を策定し、計画的な整備を進めていきます。 

 

① 子育て世帯訪問支援事業 

・ 概要 

家事、子育て等に対して不安又は負担を抱える乳児の保護者、妊産婦等の居宅を、訪問支援員が訪問し、

保護者等が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を実施することにより、保護者

等の育児環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐ事業です。 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

延べ利用者数（人日） 319 311 305 300 293 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

延べ利用者数（人日） 319 311 305 300 293 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、「推計児童数（人）」に「対象世帯数（世帯）/全児童数（人）」と「平均利用日数（日）」

を乗じて算出しています。 

・ 確保方策は、現在の支援体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 

・ 多胎家庭の利用増加を踏まえ、事業所委託を整備し、量の見込みを確保していきます。 

・ 関係機関と連携しヤングケアラーの把握に努めるとともに、支援のあり方については、必要性も含め

て引き続き検討してまいります。 
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② 児童育成支援拠点事業 

・ 概要 

子ども一人一人の個性を大切にし、子どもが安心して、居心地よく過ごす「こどもまんなか」の居場所

として、学校とは異なる生活や学習等の環境を整え、子どもが安心して主体的に過ごし、将来の自立につ

ながる力を身に付けるための場所とすることを目的とする事業です。 

「瀬戸市子どもの居場所（せと“ここ”ほっとルーム）」を設置し、生活習慣の形成や学習のサポート、

進路等の相談支援、食事の提供、子どもや家庭の状況により関係機関へのつなぎを行う等、不登校等支援

を必要とする子どもを包括的に支援します。 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 158 155 152 150 146 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） 158 155 152 150 146 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、要保護世帯、虐待相談を受けた子ども、児童相談所から市へ引き継がれたケースをは

じめ、小中学校（スクールソーシャルワーカーや教員）と連携し得られた情報を参考に、予防を含め、

支援を必要とすることが見込まれる者を対象児童数とし、以下のとおり算出しています。 

【推計児童数（人）】× 【対象児童数（人）】  

【６歳以上の児童数（人）】 

・ 確保方策は、児童育成支援拠点８か所を開設し確保しています。 

・ 今後、児童数が減少することから、対象児童数は減少する見込みですが、引き続き、対象児童の情報

確保に努め、支援が必要な子どもに支援をつなげていきます。 
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③ 親子関係形成支援事業 

・ 概要 

乳幼児健診や乳児家庭全戸訪問事業、養護相談等を通じ、親子関係形成支援が必要であると判断した家

庭に対して、親子の関係性や発達に応じた児童とのかかわり方等の知識や方法を身に付けるため、保護者

に対して、講義、グループワーク等を内容としたペアレント・トレーニング等を保護者に対して実施する

とともに、同じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し、情報の交換ができる

場を設けることで、健全な親子関係の形成に向けた支援を行う事業です。 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） - - - - - 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

利用者数（人） - - - - - 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 既存の事業の中で、保護者に対する個別又は集団での支援を実施している。今後本事業として実施し

ていく必要があるのかを検討していきます。 
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◆ 子ども・子育て支援法改正による新事業 

令和６年子ども・子育て支援法改正により、地域子ども・子育て支援事業として、新たに創設さ

れた事業について、「量の見込み」や「確保方針」を策定し、計画的な整備を進めていきます。 

 

① 妊婦等包括相談支援事業 

・ 概要 

妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行

うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援の推進を図る事業です。 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

面談（回） 1,803 1,740 1,680 1,620 1,563 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

面談（回） 1,803 1,740 1,680 1,620 1,563 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、妊娠届出数等から対象者数を算定したうえで、１組（妊婦及びその配偶者等）当たり

の面談回数を乗じて算出しています。 

・ 確保方策は、現在の支援体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 

・ 妊娠届出時、妊娠８か月時アンケート、乳児家庭全戸訪問時の状況把握に努め、必要な支援につなぐ

伴走型相談支援を推進し、量の見込みを確保していきます。 
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② 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

・ 概要 

就労の有無や理由を問わず、月一定時間までの利用可能枠の中で、未就園児を預けられる通園支援事業

です。 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

０歳児 定員数（人/月） - 3 3 3 3 

１歳児 定員数（人/月） - 5 5 4 4 

２歳児 定員数（人/月） - 5 5 5 5 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 

０歳児 定員数（人/月） - 3 3 3 3 

１歳児 定員数（人/月） - 5 5 5 5 

２歳児 定員数（人/月） - 5 5 5 5 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、「必要受入れ時間数（対象年齢の未就園児数（人）＊月一定時間）（時間）」を「定員 1

人１か月当たりの受入れ可能時間数（時間/人）」で除して算出しています。 

・ 月一定時間は、こども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業における上限を踏まえ、10 時

間と仮定し、定員１人１か月当たりの受入れ可能時間数は、176 時間（８時間＊22 日）としています。 

・ 確保方策（必要定員数）は、量の見込みで算出した「必要定員数」をカバー出来るよう定員を設定す

る予定です。 
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③ 産後ケア事業 

・ 概要 

出産後、心身の不調、育児不安等により、育児支援を必要とする母子を対象として、産科医療機関・助

産所での宿泊や通所、もしくは助産師による家庭訪問にて、心身のケアや相談支援を行い、安心して子育

てができるようにサポートする事業です。 

 

・ 量の見込み 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

延べ利用者数（人日） 159 154 148 143 138 

 

・ 確保方策 

 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 令和 11 年度 

延べ利用者数（人日） 159 154 148 143 138 

 

・ 算出方法や確保の内容等 

・ 量の見込みは、「推計産婦数（人）」に「利用見込み産婦数（人）/全産婦数（人）」と「平均利用日数

（日）」を乗じて算出しています。 

・ 確保方策は、現在の支援体制で量の見込みを確保できるものとして算出しています。 

・ 対象者に対する利用者の割合は増加しており、必要な方が利用できるように、対象者の把握及び委託

施設等の整備を行い、量の見込みを確保していきます。 
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６ 幼児期の教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

 

① 現状の分析（個々の子どもの発達にきめ細かな対応をするため） 

第二期瀬戸市子ども・子育て支援事業計画期間中、令和４年度こそ待機児童は０名でしたが、

本計画の最終年度である令和６年度の本市の年度当初の待機児童は７名であり、平成 31 年度当

初の 61 名をピークに徐々に人数は減りつつも依然として待機児童が発生している状況です。待

機児童の内訳としては、すべて０～２歳の低年齢児で、育休復帰の１歳児がそのほとんどを占め

ます。これは、少子化によって子どもが年々減っているものの、共働き世帯の増加が続き、特に

０～２歳の低年齢児の保育ニーズが高まっているためと分析できます。 

また、令和６年度当初における市全体での保育所の利用定員数（０～２歳児）は 798 人と、申

込児童数（０～２歳児）716 人を上回っており、数字の上では利用定員に空きが生じている様に

見えますが、保育士が足りないことにより定員まで受け入れができない状況が続いています。市

内に定員に見合った施設が不足しているわけではなく、公立園や私立園において、保育士を十分

に確保できれば、受け入れる園児を増やすことができます。 

こうしたことから、待機児童が発生した原因は、低年齢児の申込み希望に対応するための保育

士が確保できないことにあると考えております。 

一方で、３歳以上については、１号認定・２号認定とも利用希望者数に対して、施設面・人材

面とも提供体制が確保されている状況と捉えています。 

 

② 今後５年間の量の見込みについて 

０～２歳（３号認定）の低年齢児の量の見込みについては、人口全体の減少傾向に比べて緩や

かであるものの、今後も引き続きニーズが継続する見込みとなっています。 

一方で、３歳以上（１号認定・２号認定）の量の見込みについては、どちらも減少傾向であり、

特に１号認定の減少幅が大きくなる見込みです。 

 

③ 今後５年間の提供体制の確保方策について 

提供体制については、第二期計画の期間中に保育所や小規模保育所等の施設の整備を進めたこ

ともあり、第三期計画の各年度において、量の見込みに対し、利用定員の総数が上回っているた

め、施設面での提供体制は確保できる見込みです。 

一方で、全国的に保育士不足が課題となっている中、本市においても低年齢児の保育ニーズの

高まりに対応できる保育士を確保することが年々難しい状況になっているため、いくつかの保育

人材確保に関する事業を実施しています。 

また、公私立園の使用済み紙おむつの回収委託や公立園事務の保育課請負、私立園の保育補助

者への補助、保育業務支援システム導入等の ICT 化の推進に取り組むことにより保育現場で働く

職員の負担軽減も進めています。 

令和６年度は、国が「保育士・保育従事者の配置基準（最低基準）」を施行して以来 76 年ぶり

となる保育士配置基準の改定があったものの、保育士の確保が進まず、現時点での対応の目途は

立っておりません。 



90 

なお、１歳児については、「子ども５人につき保育士 1 人」という国基準を上回る独自の配置

基準を設定しており、さらに保育士の負担軽減と保育の充実を図っています。 

第三期計画の期間においても第二期計画において実施した事業の継続や新たな保育人材確保

に関する事業を検討するとともに、保育現場で働く職員の負担軽減の取組をしていきます。また、

幼児教育及び保育と小学校教育との連携を図り、発達支援を含めた切れ目のない支援を継続して

いきます。さらに、保育士・幼稚園教諭等の合同研修の実施を通じ、両者が交流することで互い

の知識や技術を深め、一人一人が専門性を高めることで質の高い幼児教育や保育の提供につなげ

ていきます。 

本市では認定こども園は整備されておりませんが、認定こども園のニーズも少なからずあるこ

とから、幼稚園や保育園が持つ資源を活用した認定こども園への移行を支援し、０～２歳児の受

入れ確保に力を入れていきます。 
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７ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

 

特定子ども・子育て支援施設の確認や公示、指導等の法に基づく事務の執行などにおいて、市

町村は都道府県に協力を要請することができます。これを受け、本市は、地域子ども・子育て支

援事業の届出に関する情報や認可外保育施設の届出、監査状況、関係法令に基づく是正指導や立

入調査等について愛知県と情報共有や連携を図り、子育てのための施設等利用給付を円滑に実施

します。 
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第６章 計画の推進 

 

１ 数値目標の設定 

 

 本計画の推進にあたっては、基本目標ごとに数値目標を設定し、施策の進捗管理を行っていきま

す。なお、本計画は令和 11 年度までの計画であり、令和 11 年度に本計画の総括及び改定業務の実

施を想定しているため、数値目標は令和 10 年度に設定しています。 

また、基準値の欄に「％」で記載している数値は、主に令和５年 12 月に実施した「瀬戸市子ども

総合計画改定のためのアンケート調査結果」の数値です。 

※ 保護者…６歳児・小学５年生・中学２年生保護者 

 

基本目標１ 子どもの権利を守る 

指標 
基準値 目標値 

R5 R10 

「子どもの権利を知っていますか」の項目で「内

容を知っている」と答える子ども・若者、保護者

の割合 

小学５年生 25.6％ 30.0％ 

中学２年生 26.2％ 31.0％ 

17 歳 47.2％ 52.0％ 

19-29 歳 30.8％ 35.0％ 

保護者 29.4％ 34.0％ 

「瀬戸市子どもの権利条例を知っていますか」の

項目で「内容を知っている」と答える子ども・若

者、保護者の割合 

小学５年生 6.0％ 11.0％ 

中学２年生 5.0％ 10.0％ 

17 歳 5.4％ 10.0％ 

19-29 歳 3.8％ 8.0％ 

保護者 8.0％ 13.0％ 

「自分のことが好き」の項目で「とてもそう思う」

「どちらかといえばそう思う」と答える子ども・

若者の割合 

小学５年生 68.7％ 75.0％ 

中学２年生 61.6％ 65.0％ 

17 歳 70.3％ 75.0％ 

19-29 歳 75.2％ 80.0％ 

子ども・若者会議の実施 3 回 3 回 

 

基本目標２ 子ども・若者の育ちの支援 

指標 
基準値 目標値 

R5 R10 

保育園の待機児童数 2 人 0 人 

放課後児童クラブの待機児童数 0 人 0 人 

放課後児童クラブが楽しいと思う児童の割合 

（利用児童へのアンケート） 
96.3％ 97.0％ 
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「放課後学級」が楽しいと思う児童の割合 

（利用児童へのアンケート） 
94.2％ 95.0％ 

「子どもがスポーツ、自然体験、社会活動などのできる機会や場

所がある」の項目で「満足」「やや満足」と回答する保護者の割合 
41.6％ 46.0％ 

「子どもを生み育てたいと思いますか」の項目で

「思わない・わからない」と答える若者の割合 

17 歳 39.0％ 35.0％ 

19-29 歳 30.8％ 25.0％ 

「瀬戸市は、安心して子どもを生み、育てること

ができる環境にあると思いますか」の項目で「思

う」「どちらかといえば、そう思う」と答える若

者の割合 

19-29 歳 61.6％ 66.0％ 

小・中学生期、高校生期の子どもの学びの場・体験活動を利用し

た人数 

※交通児童遊園、せとっ子ファミリー交流館、プレイルームで開催する教室に参

加した子どもの延べ人数 

1,610 人 1,700 人 

乳幼児や小学生向けの各種教室やまつり、職場体験等に参加する

中学生・高校生・大学生世代の若者の数 

※交通児童遊園、せとっ子ファミリー交流館での異世代交流事業、ボランティア、

職場体験、インターンシップ等に参加する中学生・高校生・大学生世代の若者

の人数 

403 人 450 人 

 

基本目標３ 子育て家庭への支援 

指標 
基準値 目標値 

R5 R10 

「子育てを楽しいと感じる」の項目で「あてはまる」「どちらか

といえば、あてはまる」と回答する保護者の割合 
89.3％ 95.0％ 

「子育ては孤独と感じる」の項目で「あてはまる」「どちらかと

いえば、あてはまる」と回答する保護者の割合 
31.4％ 20.0％ 

「瀬戸市は、妊娠期から出産期、子育て期まで、気軽に相談でき

る窓口が整っていると思いますか」の項目で「思う」「どちらか

といえば、そう思う」と回答する保護者の割合 

54.5％ 59.0％ 

「子育てにかかる費用について、経済的な負担を感じますか」の

項目で「感じる」「たまに感じる」と回答する保護者の割合 
79.9％ 74.0％ 

「子育てが地域の人（もしくは社会）に支えられていると感じま

すか」の項目で「十分に感じる」「時々感じる」と回答する保護者

の割合 

55.8％ 70.0％ 

「公園など、子どもが安心して遊べる場所がある」の項目で「満

足でない」「それほど満足でない」と回答する保護者の割合 
56.8％ 29.0％ 

「歩道や信号機などが整っており、交通事故の心配がない」の項

目で「満足」「やや満足」と回答する保護者の割合 
31.7％ 36.0％ 
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平日に子どもと接する時間が理想よりも少ないと思う保護者（母

親）の割合 
35.6％ 30.0％ 

平日に子どもと接する時間が理想よりも少ないと思う保護者（父

親）の割合 
74.6％ 69.0％ 

 

基本目標４ 困難な状況に対応する子ども・若者、その家庭への必要な支援 

指標 
基準値 目標値 

R5 R10 

「高校までの教育を受けさせたいが、経済的に難しい」と回答す

る保護者の割合 
10.2％ 2.0％ 

「大学までの教育を受けさせたいが、経済的に難しい」と回答す

る保護者の割合 
38.9％ 20.0％ 

「保護者からたたかれたり、なぐられたりした」

の項目で、「あてはまる」「ややあてはまる」「あ

まりあてはまらない」と回答する子ども・若者の

割合 

小学５年生 25.0％ 5.0％ 

中学２年生 22.2％ 10.0％ 

17 歳 37.8％ 10.0％ 

19-29 歳 42.7％ 20.0％ 

外国人生徒の高校進学率（定時制を含む） 88.9％ 96.0％ 

日本語初期指導が必要な児童生徒に対する初期指導の割合 100.0％ 100.0％ 

「瀬戸市では、子ども・若者が困った時に、気軽

に相談できる窓口が整っていると思いますか」の

項目で「思う」「どちらかといえば、そう思う」

と回答する子ども・若者の割合 

小学５年生 77.4％ 80.0％ 

中学２年生 67.2％ 72.0％ 

17 歳 45.5％ 50.0％ 

19-29 歳 46.4％ 51.0％ 

「子どもが犯罪の被害にあわないように配慮されている」の項目

で「満足」「やや満足」と回答する保護者の割合 
26.9％ 31.0％ 
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２ 計画の周知 

 

本計画の推進にあたっては、行政だけでなく、一人一人の市民や地域団体、子どもにかかわる

活動団体、事業所等、様々な主体が本計画を知り、関心を持ち、一緒に取り組んでいくことが重

要です。 

このため、本計画の内容を本市のホームページで掲載し、本市が発行する様々な媒体を通じて

周知・啓発を行い、市民の理解と行動を促進します。 

 

 

３ 計画的な推進 

 

本計画を着実に実行し、目指すまちの姿を実現していくためには、施策や事業の実施状況を点

検・評価し、次の取組に向けて検討し、改善して取り組んでいく、PDCA サイクル、つまり Plan

（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（対策・改善）の 4 つのプロセスを繰り返し、継続

的に取り組んでいきます。 

Check（評価）については、瀬戸市子ども・子育て会議に年次報告を行い、Action（対策・改善）

にあたっての助言を受けることとします。 

また、子ども・若者に関する施策は社会状況に応じて大きく変化することもあるため、必要に

応じて随時見直しを行い、適切な対応に努めます。 
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１ 瀬戸市の子ども・若者を取り巻く現状 

（１）人口 

国勢調査によると、瀬戸市の人口は平成 22 年に 132,224 人でピークを迎え、緩やかに減少

傾向にあります。 

年齢３区分別に人口の推移をみると、65 歳以上の高齢人口は平成２年以降増加が続いてい

ます。15～64 歳の生産年齢人口、０～14 歳の年少人口は減少傾向が続いています。０～17 歳

の子ども・若者人口の比率は緩やかに減少傾向が続いています。 

 

総人口の推移 

 
資料：国勢調査 

 

年齢３区分別人口と子ども・若者人口比率の推移 

 

※総人口には年齢不詳も含むため、各年齢の合計値とは一致しません。 資料：国勢調査 
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０～17 歳の子ども・若者人口は、令和２年には２万人を割り込み、令和６年には 18,546 人

まで減少しています。０～５歳人口は、平成 27 年には 6,221 人が令和６年には 5,068 人と

1,000 人以上少なくなっています。特に０歳は、935 人が 692 人と大きく減少しています。 

６～11 歳の小学生の人口は、平成 27 年には 7,212 人が令和６年には 6,380 人と 832 人の減

少となり、減少傾向が続いています。 

子ども・若者人口の推移 

 

資料：瀬戸市住民基本台帳（４月１日現在） 

０～５歳人口の推移 

 

資料：瀬戸市住民基本台帳（４月１日現在） 
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６～11 歳（小学生）人口の推移 

 
資料：瀬戸市住民基本台帳（４月１日現在） 
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（２）世帯の状況 

世帯の状況は、国勢調査によると、平成２年以降増加傾向が続いており、13,000 を超える世

帯が増えています。一方で、一世帯あたり平均人員は減少傾向が続き、平成 12 年には３人を

割り込み、令和２年には 2.44 人となっています。 

一般世帯の家族類型をみると、核家族世帯と単独世帯は増加傾向が続いており、３世代以上

の世帯は減少傾向が続いています。 

 

世帯数と一世帯あたり人員の推移 

 

資料：国勢調査 

一般世帯の家族類型別世帯数の推移 

 

資料：国勢調査 
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一般世帯のうち核家族の占める割合をみると、令和２年に全体では 63.8％ですが、６歳未満

の子どものいる世帯では 91.5％、18 歳未満の子ども・若者のいる世帯では 89.2％であり、子

ども・若者のいる世帯の９割程度は核家族となっています。 

 

核家族の状況 

 
資料：国勢調査 

６歳未満の子どものいる世帯の状況 

 
資料：国勢調査 

18 歳未満の子ども・若者のいる世帯の状況 

 
資料：国勢調査 
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（３）ひとり親世帯の状況 

18 歳未満の子ども・若者のいるひとり親世帯の状況は、母子世帯は平成 17 年が 600 世帯で

最も多く、以降は減少傾向が続き、令和２年には 463 世帯まで少なくなっています。父子世帯

は平成 12 年以降 75 世帯前後で推移しています。 

父子世帯に比べて母子世帯が圧倒的に多い状況です。 

18 歳未満の子ども・若者のいるひとり親世帯の推移 

 
資料：国勢調査 
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（４）出生数 

平成 26 年から令和４年までの出生数をみると、平成 26 年には 874 人でしたが、平成 30 年

以降は 800 人を割り込み 760 人台、令和２年には 700 人を割り込んで 697 人まで減少しまし

た。令和３年には 710 人と少し持ち直しましたが、令和４年にはこれまでで最も少ない 691 人

となっています。 

出生率（人口千対）は全国や愛知県全体と比べても低く推移しており、令和２年以降は 6.0

より低くなっています。 

合計特殊出生率は、平成 25 年以降、全国、愛知県全体よりも低く、多少の増減はあるもの

のほぼ 1.2 台で推移しています。 

 

出生数の推移 

 

資料：愛知県衛生年報 
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出生率（人口千対）の推移 

 

資料：愛知県衛生年報 

合計特殊出生率の推移 

 

資料：人口動態統計・瀬戸市統計書 

  

6.4 
6.7 

6.3 
6.1 6.2 

6.0 6.0 

5.5 5.6 5.4 

9.2 
8.9 9.0 

8.8 
8.5 8.4 

7.8 
7.6 

7.4 
7.1 

8.2 
8.0 8.0 

7.8 
7.6 

7.4 
7.0 

6.8 6.6 
6.3 

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

11.0

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

（平成31年）

令和２年 令和３年 令和４年

瀬戸市 愛知県 全国

1.23

1.32

1.27

1.22

1.29
1.26

1.29

1.21

1.25

1.21

1.47 1.46

1.57 1.56
1.54 1.54

1.45
1.44

1.41

1.351.43 1.42

1.45 1.44 1.43 1.42

1.36
1.33

1.30

1.26

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

（平成31年）

令和2年 令和3年 令和4年

瀬戸市 愛知県 全国



105 

（５）婚姻の状況 

婚姻の状況は、緩やかな減少傾向にあります。令和元年から２年までには 410 件台となり、

令和３年以降は 350 件前後まで減少し、人口千対の婚姻率も 3.0 を割り込んでいます。 

離婚の状況は年によって増減があるものの、全体としては横ばいで推移しています。 

 

婚姻件数と婚姻率（人口千対） 

 

資料：愛知県衛生年報 

離婚件数と離婚率（人口千対） 

 
資料：愛知県衛生年報 
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平均初婚年齢は、平成 25 年以降、男性は 31 歳前後、女性は 29 歳前後で推移しています。 

 

平均初婚年齢の推移 

 

※瀬戸保健所の値であるため、瀬戸市、尾張旭市、長久手市、日進市、豊明市を含みます。 資料：愛知県衛生年報 
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年齢別の未婚率は、平成 17 年以降男女とも 20 歳代はほぼ横ばいで推移していますが、30 歳

代前半は、男性は横ばい、女性はやや上昇しています。30 歳代後半は男女ともやや上昇傾向が

続いています。 

 

未婚率の推移 

 

 

※令和２年は配偶関係の不詳補完値を採用して算出しています。 資料：国勢調査 
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（６）女性の就労の状況 

年齢別に女性の就業率をみると、いわゆるＭ字型カーブと言われるように、30 歳代で就業率

が低くなる状況は、令和２年にはかなり、台形に近づいています。 

しかしながら、令和２年のデータを全国、愛知県全体と比較すると、30 歳代以降は就業率が

低い状況が続いており、子育て世代が職を離れ、年齢が上がっても低い状況が続いています。 

 

女性の５歳階級別就業率の推移 

 

資料：国勢調査 

女性の５歳階級別就業率の比較 

 

資料：国勢調査 
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２ 計画策定の経過 

◆ 子ども・子育て会議 
会議 内容 実施日 

令和５年度第１回 

子ども・子育て会議 

・瀬戸市子ども総合計画の改定に係る考え方

について協議 

・瀬戸市子ども総合計画の改定に向けたアン

ケート調査の考え方について協議 

令和５年５月 23 日 

令和５年度第２回 

子ども・子育て会議 

・瀬戸市子ども総合計画の改定に向けたアン

ケート調査の項目（たたき台）について協議 
令和５年 10 月 13 日 

令和６年度第１回 

子ども・子育て会議 

・瀬戸市子ども総合計画の改定に向けたアン

ケート調査の結果について協議 
令和６年５月 22 日 

令和６年度第２回 

子ども・子育て会議 

・第２次瀬戸市子ども総合計画の骨子案につ

いて協議 
令和６年７月 26 日 

令和６年度第３回 

子ども・子育て会議 

・第２次瀬戸市子ども総合計画の素案につい

て協議 
令和６年 11 月 20 日 

令和６年度第４回 

子ども・子育て会議 

・第２次瀬戸市子ども総合計画（案）に関する

パブリックコメントの結果について協議 

・第２次瀬戸市子ども総合計画案について協

議 

令和７年２月 17 日 

◆ 子ども・若者支援地域協議会 
会議 内容 実施日 

令和５年度第１回 

子ども・若者支援地域 

協議会 

・瀬戸市子ども総合計画の改定について報告 令和５年 10 月 13 日 

◆ 子育て総合支援センター関係機関会議 
会議 内容 実施日 

令和５年度第２回 

子育て総合支援センター 

関係機関会議 

・瀬戸市子ども総合計画の改定について報告 令和６年２月７日 

◆ 保健・医療・福祉総合調整推進会議 
会議 内容 実施日 

令和５年度保健・医療・ 

福祉総合調整推進会議 

医療福祉専門部会 

・瀬戸市子ども総合計画を令和６年度の検討

課題とすることについて提起 
令和６年２月 29 日 

令和６年度保健・医療・ 

福祉総合調整推進会議 

・瀬戸市子ども総合計画を令和６年度の検討

課題としたことについて報告 
令和６年７月 26 日 

令和６年度保健・医療・ 

福祉総合調整推進会議 

医療福祉専門部会 

・瀬戸市子ども総合計画の改定状況について

報告 
令和７年２月 26 日 
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◆ 少年センター運営協議会・支部長合同会議 
会議 内容 実施日 

令和６年度第１回 

少年センター運営協議会 

・支部長合同会議 

・瀬戸市子ども総合計画の改定について報告 令和６年５月 17 日 

◆ 子育て支援地域連絡会議 
会議 内容 実施日 

令和６年度第１回 

子育て支援地域連絡会議 
・瀬戸市子ども総合計画の改定について報告 令和６年６月 28 日 

令和６年度第２回 

子育て支援地域連絡会議 

・瀬戸市子ども総合計画の改定状況について

報告 
令和７年２月 21 日 

◆ 子ども総合計画庁内連携会議 
会議 内容 実施日 

子ども総合計画 

庁内連携会議 

・瀬戸市子ども総合計画の改定について報告 

・第２次瀬戸市子ども総合計画の骨子案につ

いて協議 

令和６年７月９日 

◆ 子ども・若者会議 
会議 内容 実施日 

令和６年度第１回 

子ども・若者会議 

・瀬戸市子ども総合計画の改定についてグル

ープワーク 
令和６年８月６日 

◆ 民生委員児童委員協議会理事会 
会議 内容 実施日 

民生委員児童委員 

協議会理事会 

・瀬戸市子ども総合計画の改定状況について

報告 
令和７年１月８日 

◆ 総合教育会議 
会議 内容 実施日 

総合教育会議 
・第２次瀬戸市子ども総合計画案における「子

ども・若者の居場所づくり」について報告 
令和７年２月 13 日 

◆ 住民参画 
住民参画 内容 実施日 

アンケート調査 
・瀬戸市子ども総合計画の改定に向けたアン

ケート調査 

令和５年 12 月４日 

～12 月 25 日 

パブリックコメント 
・第２次瀬戸市子ども総合計画（案）に関する

パブリックコメント 

令和７年１月６日 

～２月５日 
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３ 瀬戸市子ども・子育て会議条例 

平成 25 年 3 月 26 日 
条例第 9 号 

(趣旨) 
第 1 条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成 24 年法律第 65 号)第 72 条第 1 項及び児童福祉

法(昭和 22 年法律第 164 号)第 8 条第 3 項の規定に基づく審議会として設置する瀬戸市子ども・
子育て会議について、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。 

(平 30 条例 15・令 5 条例 9・一部改正) 
(設置) 

第 2 条 子ども・子育て支援法、児童福祉法、母子保健法(昭和 48 年法律第 141 号)等の子ども(子
ども・子育て支援法第 6 条第 1 項に規定する子どもをいう。)に関する法律に掲げる児童福祉又
は母子保健施策の調査審議等をするための市長の諮問機関として、瀬戸市子ども・子育て会議(以
下「子ども・子育て会議」という。)を置く。 

(平 30 条例 15・一部改正) 
(組織) 

第 3 条 子ども・子育て会議は、委員 25 人以内で組織し、委員は市長が任命する。 
(平 30 条例 15・一部改正) 

(臨時委員) 
第 4 条 子ども・子育て会議に、次条に掲げる担任事務に関し特別の事項を調査審議させ、又は処

理させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。この場合において、臨時委員は、市
長が任命することとする。 

(平 30 条例 15・追加) 
(担任事務) 

第 5 条 子ども・子育て会議の担任事務は、次に掲げる事項とする。 
(1) 瀬戸市子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。 
(2) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業の利用定員に関すること。 
(3) 家庭的保育事業等の認可に関すること。 
(4) 児童及び妊産婦の福祉、母子保健に関する事項について調査・審議すること。 
(5) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施

策の実施状況について調査・審議すること。 
(平 30 条例 15・追加) 

(会長及び副会長) 
第 6 条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。 
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

(平 30 条例 15・旧第 4 条繰下) 
(会議) 

第 7 条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会
長が議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(平 30 条例 15・旧第 5 条繰下) 
(庶務) 

第 8 条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。 
(平 29 条例 24・一部改正、平 30 条例 15・旧第 6 条繰下) 

(委任) 
第 9 条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が定

める。 
(平 30 条例 15・旧第 7 条繰下) 

附 則 
この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 29 年 12 月 28 日条例第 24 号) 
この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 30 年 3 月 29 日条例第 15 号) 
この条例は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 5 年 3 月 23 日条例第 9 号) 
この条例は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。 
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４ 瀬戸市子ども・子育て会議委員名簿 

（令和５年度・令和６年度順不同） 
 

所属 役職 氏名 

会長 日本福祉大学 社会福祉学部 
学長補佐 

教授 
野尻 紀恵 

副会長 中央児童・障害者相談センター センター長 前田  清 

委員 瀬戸保健所 健康支援課長 

現任 古橋 完美 

前任 原口 浩美 

委員 瀬戸市民生委員児童委員協議会 子育て支援部会長 可児 麻美 

委員 瀬戸市子ども会連絡協議会 会長 横井 暢彦 

委員 公立陶生病院 
新生児センター長 

小児科部長 
加藤 英子 

委員 愛知県立大学 教育福祉学部 
地域連携センター長 

教授 
山本 理絵 

委員 
瀬戸市自治連合会 

瀬戸市社会福祉協議会 

会長 

副会長 

現任 加藤 文弥 

前任 伊藤  勉 

委員 株式会社マルニ運輸 取締役 大橋 久美子 

委員 
NPO 法人ファザーリング・ 

ジャパン東海支部 
理事 横井 寿史 

委員 瀬戸市教育委員会 委員 

現任 安井 友香 

前任 田中 直美 

委員 瀬戸公共職業安定所 所長 

現任 坂梨 範子 

前任 ��  健 
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５ 瀬戸市子ども・子育て会議からの意見書 

 

令和７年３月１０日  

 

瀬戸市長 川本 雅之 殿 

 

瀬戸市子ども・子育て会議  

会長 野尻 紀恵     

 

 

瀬戸市における子ども・若者政策に対する意見書 

 

当会議は、瀬戸市子ども・子育て会議条例により、子ども・子育て支援法及び児童福祉法の規定

に基づく審議会として設置された市長の諮問機関であり、これまで瀬戸市の子ども・若者政策に係

る調査・審議に取り組んできました。 

 

現在、国は、児童虐待、不登校、いじめ等の件数が増加傾向にあることを喫緊の課題と位置づけ、

「こども施策」を強力に推進し、令和５年４月１日施行のこども基本法では、子ども・若者と保護

者に対する取組は、地方自治体にも責任があることが示されました。 

 

このことから、当会議は、今までの取組結果を踏まえ、期待を持って瀬戸市に対し、子ども・若

者政策を断片的ではなく、切れ目なく体系的に、かつ責任を持って取り組むよう要請します。 

ついては、瀬戸市におかれましては下記の事項に十分留意され、第２次瀬戸市子ども総合計画に

基づき、子ども・若者政策を確実に実行することを求めます。 

 

記 

 

１ 子ども・若者政策について、学校、自治会、ＮＰＯ団体、企業等、地域社会全体で「こどもま

んなか社会」を実現するため、行政は責任感と使命感を持って積極的に推進してください。 

 

２ 子ども・若者が自分らしく生きることができるよう、過去の経験や固定観念によって判断する

のではなく、「子どもの最善の利益」を第一に考え、子ども・若者の声を聴いてください。また、

子ども・若者会議をはじめ、自分の意見を表明できる機会と場を拡充するとともに、その意見を

政策に反映するなど、意見の実現に取り組んでください。 

 

３ 「子どもの最善の利益」を実現するため、子どもの権利条約の４つの原則（生きる権利、育つ

権利、守られる権利、参加する権利）の地域社会へのさらなる周知を図り、その理解を促進する

とともに、「子どもの権利」が守られるよう、権利擁護体制を充実してください。 
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４ 子ども・若者が心身の状況や置かれている環境等にかかわらず、将来にわたって身体的・精神

的・社会的に幸福な状態（ウェルビーイング）を保つことができるよう、教育と福祉をはじめと

する多様な分野の連携を強化し、制度や年齢の谷間に落ちずに切れ目ない支援を受けられるよう

取り組んでください。 

 

５ 子ども・若者が発達段階ごとに、「遊び」をはじめとする多様な体験やさまざまな人との交流、

信頼できる大人とのかかわりを持てるよう、子ども・若者と協働しながら地域社会と連携し、子

ども・若者の成長につながる居場所づくりを推進してください。 

 

６ 子育て家庭が社会から孤立せず、子ども・若者にとって心理的安全性の基盤となるよう、企業

による働き方改革を促進するなど、地域社会全体で子ども・若者や子育て家庭を支えられる仕組

みづくりに取り組んでください。 

 

７ 子ども・若者が将来にわたって精神的にも社会的にも自立できるよう、虐待、貧困等の予防的

な対応や、子育てに困難を抱える家庭の早期発見への対応等のため、妊産婦から乳幼児、さらに

は子ども・若者に至るまで切れ目なく相談・支援を受けられる人員体制を強化してください。 

 

 

以上  
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６ 瀬戸市子どもの権利条例 

令和 4 年 9 月 22 日 

条例第 22 号 

目次 

前文 

第 1 章 総則(第 1 条・第 2 条) 

第 2 章 子どもの権利(第 3 条―第 6 条) 

第 3 章 子どもの権利を保障する市及び保護者等の責務(第 7 条―第 10 条) 

第 4 章 子どもの権利を保障する支援(第 11 条―第 16 条) 

第 5 章 子どもの権利侵害からの救済及び回復(第 17 条―第 20 条) 

第 6 章 雑則(第 21 条) 

附則 

子どもは、生まれながらにして、一人一人が独立した人格を持ち、自らの力で未来を切り開く主

体です。子どもは、大人と同じように、一人の人間として様々な権利を有しています。国際連合は、

子どもの基本的人権を保障するための「児童の権利に関する条約」を 1989 年(平成元年)に採択し、

1990 年(平成 2 年)に国際条約として発効しました。わが国は、この条約を平成 6 年に批准していま

す。 

しかしながら、現状では幸せな環境で夢を持つて日々暮らしている子どもがいる反面、差別や虐

待、貧困、いじめ、自由な意思の表現が抑えられること等に悩み苦しむ子どもたちがおり、子ども

の権利が守られているとは言い難い状況にあります。 

本市は、子どもの最善の利益が優先して考慮されることを基本理念とした瀬戸市子ども総合計画

に基づき、子どもの健やかな育ちをまちぐるみで総合的かつ計画的に推進するに当たり、その基盤

として子どもの権利を守り、子どもの権利が保障される環境(子どもにやさしいまち)を整えること

が重要となります。 

このことから、本市は子どもの権利を保障することを目的にこの条例を制定します。 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、子どもの権利並びに市、保護者、学校等関係者及び地域住民等の責務を明ら

かにするとともに、子どもの権利を保障するための支援、子どもの権利侵害からの救済及び回復

のための施策の基本となる事項等を定めることにより、子どもの権利を保障することを目的とす

る。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 子ども 市内に在住し、在学し、又は在勤する 18 歳未満の者その他これらの者と等しく権

利を認めることがふさわしい者をいう。 

(2) 保護者 親又は親に代わつて子どもを養育する立場の者をいう。 

(3) 学校等関係者 学校、保育所、児童養護施設その他子どもが学び、又は育つことを目的と

して通学し、通園し、通所し、又は入所する施設の関係者をいう。 

(4) 地域住民等 地域の住民、地域で活動を行う団体、地域の事業者等をいう。 

(5) 保護者等 保護者、学校等関係者及び地域住民等をいう。 

(6) 関係機関 他の地方公共団体、警察、医療機関等をいう。 

(7) 虐待等 虐待、いじめ、体罰等をいう。 

第 2 章 子どもの権利 

(安全に安心して生きる権利) 

第 3 条 子どもは、安全に安心して生きるため、次に掲げる権利が守られなければならない。 

(1) 命が守られること。 

(2) 愛情をもつて大切に育てられること。 

(3) 健康な生活ができ、適切な医療を受けられること。 

(4) 虐待等のあらゆる暴力及び犯罪から守られること。 

(5) あらゆる差別を受けないこと。 
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(6) プライバシーが守られること。 

(自分らしく生きる権利) 

第 4 条 子どもは、自分らしく生きるため、次に掲げる権利が守られなければならない。 

(1) 自分の存在を認められ、尊重されること。 

(2) 自分で自分のことを決めること。 

(3) 自分の目標に向かつて挑戦すること。 

(主体的に参加する権利) 

第 5 条 子どもは、自分に関わることに主体的に参加するため、次に掲げる権利が守られなければ

ならない。 

(1) 意見を表明する機会が与えられること。 

(2) 自分の意見が尊重されること。 

(3) 意見を表明するため、必要な情報の提供その他支援を受けられること。 

(のびのびと豊かに育つ権利) 

第 6 条 子どもは、のびのびと豊かに育つため、次に掲げる権利が守られなければならない。 

(1) 遊ぶこと。 

(2) 学ぶこと。 

(3) 食べること。 

(4) 心及び体を休めること。 

(5) 文化、芸術、スポーツ、社会体験等の豊かな自己を育む経験ができること。 

第 3 章 子どもの権利を保障する市及び保護者等の責務 

(市の責務) 

第 7 条 市は、国、他の地方公共団体と連携するとともに、あらゆる施策を通じて、子どもの権利

を保障するよう努めなければならない。 

2 市は、子どもの権利を保障するため、保護者等と連携及び協働し、必要な施策を実施しなければ

ならない。 

(保護者の責務) 

第 8 条 保護者は、子どもの養育及び成長について責任があることを自覚し、ふれあいの機会を大

切にして、子どもが健やかに育つよう努めるものとする。 

(学校等関係者の責務) 

第 9 条 学校等関係者は、子ども一人一人の発達段階に応じ、子どもが主体的に学び、及び育つこ

とができるよう、必要な支援に努めるものとする。 

2 学校等関係者は、虐待及び体罰から子どもを守るため、その解決に向け、市及び関係機関と連携

していくよう努めるものとする。 

3 学校等関係者は、いじめの発見及び防止に努め、市及び関係機関と連携し、いじめのない社会の

実現に努めるものとする。 

(地域住民等の役割) 

第 10 条 地域住民等は、子どもを共に暮らす地域社会の一員として認め、子どもが地域で健やか

に育つよう支援に努めるものとする。 

2 地域住民等は、虐待等のあらゆる暴力及び犯罪から子どもを守るため、安全で安心な地域づく

りに努めるものとする。 

第 4 章 子どもの権利を保障する支援 

(子どもに関する施策の推進) 

第11条 市は、瀬戸市子ども総合計画で策定した施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 

2 市は、瀬戸市子ども総合計画を改定する場合は、第 13 条に規定する子ども・若者会議を始めと

する子どもの意見を聴取する機会を設け、その意見を尊重するものとする。 

(子どもの権利の周知及び学びの支援) 

第 12 条 市は、子どもの権利について、子ども及び保護者等に広く周知するとともに、子ども及

び保護者等が子どもの権利を学べるよう支援するものとする。 

(子ども・若者会議の設置) 

第 13 条 市は、広く子どもの意見を聞き、その意見を尊重するため、子ども・若者会議を設置す

る。 
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(虐待等に対する取組) 

第 14 条 市及び学校等関係者は、関係機関と連携し、子どもへの虐待等の早期発見に取り組むも

のとする。 

2 市及び学校等関係者は、虐待等を受けた子どもを適切かつ速やかに救済するため、関係機関と

協力して必要な支援を行うものとする。 

3 市及び学校等関係者は、虐待等を予防するため、必要な取組を実施するものとする。 

(子どもの育ちの支援) 

第 15 条 市は、子どもが自発的に様々なことを体験し、及び仲間と交流する場を作る等、豊かな

自己を育むことを支援するものとする。 

2 市及び学校等関係者は、子ども及び保護者がいつでも安心して相談できる場を作る等の支援を

するものとする。 

(子育て家庭への支援) 

第 16 条 市は、保護者が子どもの権利を守りながら安心して子育てができ、その責務を果たせる

よう必要な支援をするものとする。 

2 市及び学校等関係者は、特別に支援が必要な家庭及び子どもに対し、安心して暮らすことので

きるよう必要な支援をするものとする。 

第 5 章 子どもの権利侵害からの救済及び回復 

(子どもの権利擁護委員の設置) 

第 17 条 市は、権利侵害を受けた子どもを適切かつ速やかに救済するため、子どもの権利擁護委

員(以下「擁護委員」という。)を置く。 

2 擁護委員は、3 人以内とする。 

3 擁護委員は、人格が優れ、子どもの権利について見識のある者のうちから市長が委嘱する。 

4 擁護委員の任期は 3 年とする。ただし、再任を妨げない。 

(擁護委員の職務) 

第 18 条 擁護委員は、子どもの権利侵害についての相談を受け、及び救済の申立てを受けた場合

は、必要に応じて事実の調査及び調整をするものとする。 

2 擁護委員は、前項の調査及び調整の結果、必要と認めるときは、子どもの権利を侵害した者に対

し、是正措置を講ずるよう勧告すること又は制度の改善を要請すること(以下「勧告又は要請」

という。)を行うものとする。 

3 擁護委員は、勧告又は要請を行つた者に対し、是正措置又は制度の改善の状況の報告を求める

ことができる。 

4 擁護委員は、前項の報告を受け、その内容を救済の申立てをした者に伝えることができる。 

(擁護委員への協力) 

第 19 条 市及び学校等関係者は、前条に規定する擁護委員の職務に協力するものとする。 

2 保護者及び地域住民等は、前条に規定する擁護委員の職務に協力するよう努めるものとする。 

(勧告又は要請への対応) 

第 20 条 市は、擁護委員から勧告又は要請を受けたときは、その対応状況を擁護委員に報告しな

ければならない。 

第 6 章 雑則 

(委任) 

第 21 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和 4 年 10 月 1 日から施行する。 
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７ 瀬戸市子ども・若者会議 

子ども・若者会議は、市が広く子どもの意見を聞き、その意見を尊重するために設置したもので、

委員は、瀬戸市在住・在学・在勤の小学５年生から高校３年生年代までの子ども・若者で構成され

ています。 

令和３年７月 28 日から活動しており、令和３年度から令和５年度までにかけては、主に瀬戸市

子ども権利条例の制定及び周知に取り組み、委員をはじめ市内の小・中学生からもたくさんの意見

をいただきました。 

令和６年度については、瀬戸市子ども総合計画の改定や子どもの居場所づくり等をテーマに会議

を実施しており、今後も子ども・若者が主体となって様々なことに取り組んでいきます。 

瀬戸市子ども総合計画の改定にあたっては、令和６年度第１回子ども・若者会議にて、以下のテ

ーマで意見をいただきました。 

 

◆ 令和６年度第１回子ども・若者会議 

日 時：令和６年８月６日（火） 午後１時 30 分～午後３時 30 分 

※ 前半は「令和５年度子ども・若者会議活動報告会」を実施 

場 所：パルティせと５階アリーナ 

テーマ：① 好きなこと（夢中になれることなど）はなんですか？ 

好きな場所（ホッとできる場所など）はどこですか？ 

② どんな大人になりたいですか？ 

③ 瀬戸市がどんなまちになったら嬉しいですか？ 

 

※ グループワークで使用したワークシート 
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① 「好きなこと（夢中になれることなど）はなんですか？好きな場所（ホッとできる場所など）

はどこですか？」のテーマでいただいた意見 

好きなこと（夢中になれることなど） 好きな場所（ホッとできる場所など） 

 絵を描く 

 ゲーム、ボードゲーム 

 本・漫画を読む 

 音楽を聴く、歌う、楽器を弾く 

 部活、勉強 

 テレビ・アニメ・TikTok・YouTube を見る 

 スポーツをする・観戦する 

 友だちと会う・話す 

 寝る 

 のんびりする、散歩する      など 

 自分の家・部屋・机 

 友だちの家、おばあちゃんの家 

 ベッドの上、布団、布団の中 

 学校、クラス、塾 

 図書館・図書室、本屋・書店 

 ボウリング場、ゲームセンター 

 せと“ここ”ほっとルーム 

 動物園、水族館、猫カフェ 

 友だちなどがいる空間 

 静かな場所            など 

↓ 

以上の意見を踏まえ、子ども・若者が多様な体験や様々な人との交流ができ、安心に過ごせる場所が

提供できるよう、「子ども・若者の居場所づくり」を重点事業に掲げ、取り組んでいきます。 

 

② 「どんな大人になりたいですか？」のテーマでいただいた意見 

 差別をしない優しい大人、家族や友だちのことを大切にできる大人 

 困っている人を助ける大人、人に寄り添える大人 

 子どもや若者の意見を尊重できる大人 

 役に立てる大人、頼りにされる大人、尊敬されるような大人、何でもできる大人 

 向上心のある大人、努力し続ける大人、自信を持って前に出ていける大人 

 自分の好きなことを仕事にしている大人 

 笑顔で過ごせる大人 

 子どもを大切にする大人、子どもに優しくできる大人、子どものために行動できる大人 

 おもしろい大人                                 など 

↓ 

以上の意見を踏まえ、子ども・若者が将来、精神的にも自立的にも自立し、それぞれが描く大人にな

れるよう、「こども若者家庭センター事業の充実」を重点事業に掲げ、取り組んでいきます。 

 

③ 「瀬戸市がどんなまちになったら嬉しいですか？」のテーマでいただいた意見 

 人々が行きかう商店街も活気づいているまち、あいさつがあふれる活気あるまち 

 すべての人に優しくしっかりとした政策をとってくれる頼れるまち 

 子どもや若者がより生きやすく楽しめるまち、子ども・親子に優しいまち 

 すべての人に寄り添うまち、お互いが助け合えるまち、みんなが優しくし合えるまち 

 伝統を守りつつ新しいことにも挑戦するまち、歴史と共存できるまち 

 誰でも安心して暮らせるまち、悪人のいないまち 

 ごみがなくすっきりとしたまち 

 車椅子でも通れる道にしてほしい 

 日本の焼物と言ったら１番初めに出てくるくらい有名になってほしい 

 役所や議会が市民を第一に考えて動いてくれるまち                 など 

↓ 

以上の意見を踏まえ、子ども・若者が意見を表明できる機会と場を拡充し、その意見を政策や計画に

反映できるよう、「子ども・若者の意見の実現」を重点事業に掲げ、取り組んでいきます。 
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８ アンケート調査の概要 

（１）調査の目的 

次期計画を策定するため、本市の子ども施策に係る現状と課題を把握し、その基礎資料とす

るため子ども自身とその保護者を対象にアンケート調査を実施しました。 

（２）調査対象 

子ども自身を対象とする調査は、小学５年生、中学２年生、17 歳（高校２年生相当）の方全

員と青年（19～29 歳）から無作為に選ばれた 1,000 人です。 

保護者を対象とする調査は、６歳児保護者、小学５年生保護者、中学２年生保護者の方全員で

す。 

（３）調査期間 

令和５年 12 月４日～12 月 25 日 

（４）調査方法 

調査の回答 URL（二次元コード）を記載したものを郵送配布し、WEB 上で回収を行いました。 

（５）回収状況 

調査票の種類 
配布数 

（件） 

有効回答数 

（件） 

有効回答率 

（％） 

小学５年生児童 1,135 754 66.4 

中学２年生生徒 1,144 625 54.6 

17 歳（高校２年生相当） 1,158 354 30.6 

青年（19～29 歳） 996 185 18.6 

６歳児保護者 1,003 440 43.9 

小学５年生保護者 1,135 514 45.3 

中学２年生保護者 1,144 349 30.5 

 

 

９ パブリックコメントの概要 

（１）意見募集期間   ：令和７年１月６日～２月５日 

（２）意見提出人数   ：３人 

（３）いただいた意見件数：36 件 

（４）意見への対応 

Ａ 意見を踏まえて、案の修正をするもの             14 件 

Ｂ 意見の趣旨や内容を盛り込み済みであり、考え方を説明するもの  ９件 

Ｃ 今後の事業実施の参考とするもの               13 件 

Ｄ その他（本計画案に対する意見ではないものなど）        ０件 
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